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将来まで長きにわたってマンションの居住環境（暮らしの価値）や資産価値を守り、あるいは

高めていくには、適切な時期に適切な修繕工事（必要に応じバリューアップ）を行うことが何よ
りも大切です。 

このため、管理組合では長期修繕計画を定め計画的に工事を実施していくことに
なりますが、いざ大規模修繕工事を行うとなったときに、専門的な知識やノウハウが
ないために「工事の見積書の金額が妥当かわからない」「修繕積立金が足りない」と
いった問題に直面することがあります。長期的視野で見ても「今後の大規模修繕のた
めに今の修繕積立金の額でよいか」など、「資金」のことはよくよく考えておくべき
重要な問題です。 

加えて、「そもそも工事の内容が専門的でよくわからない」といった
ように、専門的な内容の理解や話し合いに時間がかかり、適切なタイ
ミングを逃してしまう可能性もあります。 

本手引きは、資金面から管理組合による大規模修繕工事の実施を支援してきた住宅金融支援機
構において、こうした「資金」や「専門的知識不足」から生じる不安の解消に役立つ情報をとり
まとめ作成したものです。管理組合の皆さまにとって、大規模修繕工事を円滑に進めるための一
助となれば幸いです。 

本手引きは、主に２回目以降の大規模修繕工事に取り組もうとしている管理組
合向けに編集していますが、前回の工事から５年、10 年と経過していれば、経験
のある役員や修繕委員は交代していることが多いのが実状です。初めて大規模修
繕工事を担当する役員や委員においても、大規模修繕工事への取組み方を再認識
していただくことができます。 

 
本 手 引 き の 主 な 活 用 シ ー ン 

 
□ 大規模修繕工事の流れや概要を理事会などで勉強したい 
□ 施工会社等から提示された見積書に記載された工法を調べたい 
□ 提示された工事費とマンションライフサイクルシミュレーションの結果を比較し、その差額につい

て施工会社等に尋ねたい 
□ 修繕積立金が不足することが判明した場合の長期修繕計画や修繕工事の見直しの参考資料としたい 
□ 大規模修繕工事後に行う長期修繕計画見直しの参考資料としたい 

※大規模修繕工事に関して多くの市販書籍等が発行されていますので、それらも参考
にしながら、修繕工事の検討を進めるとよいでしょう。 
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巻頭 
トピックス 

「マンションライフサイクルシミュレーション 〜⻑期修繕ナビ〜」 
をご存じですか︖ 

管理組合では、このような状況にお困りではないでしょうか。 

□ すでに積み立てられている修繕積立金額を前提として大規模修繕工事の内容
が決められ、必要な工事が行われていない。 

□ 修繕積立金不足により必要な工事が先延ばしされている。 
□ 大規模修繕工事の実施にあたって、管理組合や理事会だけでは、施工会社・管

理会社からの提案内容が妥当なのか、合理的なのかを検証することが難しい。 
住宅金融支援機構では、管理組合のこのような悩みを解消するため、 
「マンションライフサイクルシミュレーション 〜⻑期修繕ナビ〜」 

https://www.jhf.go.jp/simulation_loan/m-simulation/index.html ⇒⇒⇒ 
というツールをインターネット上に無料公開しています。 

 

 

 

 

 

 

 
 

●マンションライフサイクルシミュレーションの使い方のイメージ 
マンションの基本情報を入力すると「現状の試算結果」「改善後の試算結果」が表

示されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

「マンションライフサイクルシミュレーション 〜⻑期修繕ナビ〜」 

 

 

 
 
 

管理組合 

●修繕積立金会計の過不足の状況 
（会計が赤字となる場合には今後必

要となる修繕積立金の引上げ額） 

●自身のマンションと同規模、同築
年数のマンションの平均的な大
規模修繕工事費 

修繕積立金会計を適切に 
積み立てるための検討 

大規模修繕工事費の 
妥当性の検証 

基本情報を⼊⼒ 

・建物概要 
・大規模修繕工事の実施

内容 
・築年数 
・修繕積立金額 

など 

現状の試算結果 
を表⽰ 

・大規模修繕工事を計画
しているマンションの
規模、築年数及び実施
する工事内容に応じた
平均的な大規模修繕工
事費用 

・当該工事を実施する場
合の修繕積立金会計の
過不足の状況 

など 

改善後の試算結果 
を表⽰ 

・修繕積立金の引き上げ
提案 

・資金が不足する場合の
ローン利用提案 

・余剰金をマンションす
まい・る債で運用した
場合の受取利息額の提
示 

 
など 
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●マンションライフサイクルシミュレーションでできること 

マンションライフサイクルシミュレーションは、次のような場面で活用できます。 
⇒ 詳しくは「４ 長期修繕計画と修繕積立金の見直し」（3）    ページをご覧ください。 

 

 
大規模修繕工事のために複数の施工会社から提出された見積書を集めたとき、

それらを比較し、どのように施工会社を選定するか悩むことも多いと思います。 
マンションライフサイクルシミュレーションでは、自身のマンションと同規模、

同築年数のマンションの「平均的な大規模修繕工事費」を算出できます。 
施工会社から提示された見積書の妥当性を判断し、施工会社を選ぶ際の材料と

して利用してください。 
施工会社との打合せのときに、マンションライフサイクルシミュレーション
で算出された工事金額を参考に、説明を求めてみましょう。 
⇒ 詳しくは「2 大規模修繕工事で採用する工法」（4）    ページをご覧ください。 

 
 
 
 

修繕積立金が不足することを理由に、必要な大規模修繕工事を先延ばしするこ
とは、劣化の更なる進行、資産価値の低下等につながるおそれがあります。また、
その不足分を一時金として組合員から徴収するにもハードルがあります。 

マンションライフサイクルシミュレーションでは、管理組合で借入を行った場
合に、ローンを返済しながら、さらにその先の大規模修繕工事に向けて計画的に
修繕積立金が積み上がるように改善された収支計画が示されます。 

借入の利用、修繕積立金増額の必要性を検討する際に利用してください。 
管理組合が借入を行った場合の将来的な修繕積立金の収支状況を確認してみ
ましょう。 

⇒ 詳しくは「３ 資金計画の検討」（2）    ページをご覧ください。 
 
 
 

マンションは、築年数を経過するごとに劣化が進行し、設備交換等も必要にな
るため、年々、修繕工事に必要な費用は高くなっていきます。また、一般的な長期
修繕計画期間は 25～30 年で作成されている場合が多い現状があります。 
⇒ 詳しくは「４ 長期修繕計画と修繕積立金の見直し」（1）    ページをご覧ください。 

マンションライフサイクルシミュレーションでは、「今後 40 年間で必要となる
修繕積立金の負担額」が試算できるため、長期修繕計画よりも先をみた収支状況
を確認することができます。 

入居者の高齢化に伴う費用負担増を軽減するためにも、経済的に余裕がある
時期に修繕積立金を増額しておくなど、長期的な視点により長期修繕計画を
見直してみましょう。 

１）大規模修繕工事の見積書の金額が妥当かどうかを判断するための資料として 

２）修繕積立金が不足して大規模修繕工事が実施できない事態を避けるための資
料として 

３）適正な修繕積立金額のシミュレーションを行うための資料として 

52 

58 
 

62 
 

74 
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●マンションライフサイクルシミュレーション利用上の注意点 

・実際のマンションの大規模修繕工事の実施にあたっては、建物の調査や診断の結
果に基づいて現況に応じた施工箇所や工法を判断し、工事費用を決定しています。 

・一方、シミュレーションにおいて算出される工事費は 、住宅金融支援機構の共
用部分リフォーム融資を利用したマンションが大規模修繕工事で実際に要した
工事費を戸数、階数、平均専有面積、築年数などを変数とした算出式により、個々
のマンションに合わせて補正したものです。 

・個々のマンションの状況の違いにより価格差が生じますし、特に劣化が進んでい
る場合や工事範囲が全面にわたる場合などは、実際の工事費との乖離幅が大きく
なる場合があります。 

・このため、自身のマンションの長期修繕計画の作成にあたっては、シミュレーシ
ョン結果について、専門家に内容をよく確認していただき、セカンドオピニオン
として活用するなど、目安としてご使用ください。 

・試算結果の範囲には、コンサル料、調査・診断、設計、工事監理費用、長期修繕
計画作成費用は含まれていません。 

・本シミュレーションは、将来の物価変動はないものとして算出しています。 
 
 



 

 

 

大規模修繕の手引き 
～マンション管理組合が知っておきたい工事・資金計画のポイント～ 
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大規模修繕の手引き 
～マンション管理組合が知っておきたい工事・資金計画のポイント～ 

大規模修繕工事の進め方 
（1） 大規模修繕工事の進め方の基本 

大規模修繕工事は、組合員が共同して費用を負担するものであり、日常生活にも大
きな影響を及ぼすため、組合員（区分所有者のこと。以下、本手引きでは「組合員」
と表記。）や居住者が協力して行います。 

しかしながら、管理組合では、大規模修繕工事を実施するための専門的な事項に関
しての知識やノウハウが不足していることから、管理会社や施工会社任せにして、内
容がよくわからないまま進めてしまうケースが見受けられます。 

ここでは、管理会社をはじめとして、専門家の支援を受けるべきところはしっかり
受けつつ、管理組合として押さえておくべきポイントを確認していきましょう。 

 

 

 大規模修繕工事の主体は管理組合です 

 専門家（パートナー）と上手におつきあいしましょう 

 各段階の手続は公明正大に行うことが重要です 

 円滑に合意形成するには焦りは禁物です 

 次回以降の大規模修繕工事を考慮することを忘れずに 
 
 
 

 
 

大規模修繕工事は、専門的な内容が多く、かつ、工事期間も長いことから、
施工会社等のパートナーに任せっぱなしになりがちです。でも、自分たちのマ
ンションの将来を左右するイベントであるため、重要なポイントでの最終意思
決定は管理組合が行わなければいけません。 

管理会社はもちろんのこと、コンサルタントや施工会社等の専門家にサポー
トをしてもらいながら、管理組合が主体となって大規模修繕工事を進めていき
ましょう。 

  

１ 

POINT ① 

POINT ② 

POINT ③ 

POINT ④ 

POINT ⑤ 

● 大規模修繕工事の主体は管理組合です POINT① 解説 
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大規模修繕工事は長期戦になることが多いため、役員の交代により事業が円
滑に進まなくなる場合も見受けられます。また、管理組合だけで事業を進めた
場合にトラブルが発生すると、役員どうしの責任のなすりつけあいになってし
まうこともあるようです。 

費用はかかりますが、信頼できる専門家（コンサルタント等のパートナー）
に協力を依頼して、後戻りなく事業を進めることも管理組合の負担を減らすコ
ツです。 

 
 

大規模修繕工事の進め方は、   ページのとおりです。 
特に、コンサルタントや施工会社等の専門家の選定作業は、組合員からの疑

惑を招かないよう、情報をガラス張りにして公明正大に進めましょう。 
 

 
大規模修繕工事を急ぐあまりステップを省略したり情報共有を怠ると、後々

トラブルに発展する可能性が高くなります。たとえ時間がかかっても、みんな
で納得して進めていくほうが、結果的には管理組合にとってよい結果となりま
す。 

円滑に合意形成するには、節目節目で組合員の意見を聞いたり、検討状況を
開示したりしておくことが肝心です。 

□ 焦ることなく、マンションの長期的な展望を見据えて取り組むこと 
□ 広報はイラストや図を使って見やすいものとして、組合員の興味を引き、

管理組合全体でプロジェクトを進めること 
 

 
大規模修繕工事は、１回きりではありません。次回以降の大規模修繕工事に

備えて、竣工図書や材料サンプルなど工事記録の引継ぎ、役員や修繕委員会が
蓄積したノウハウの引継ぎができるようにしておきます。 

また、次回以降の大規模修繕工事で資金が足りなくなることがないよう、長
期修繕計画や修繕積立金額の見直しが必要かどうかについても検討しておくこ
とが重要です。 

 
  

● 各段階の手続は公明正大に行うことが重要です POINT③ 解説 
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● 円滑に合意形成するには焦りは禁物です POINT④ 解説 

● 次回以降の大規模修繕工事を考慮することを忘れずに POINT⑤ 解説 

レ�
レ�

● 専門家（パートナー）と上手におつきあいしましょう POINT② 解説 
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大規模修繕の手引き 
～マンション管理組合が知っておきたい工事・資金計画のポイント～ 

 
 

大規模修繕の工事内容のイメージ 

一般的に、12～15 年を目安とした周期で行うのが大規模修繕工事です。大規模修繕工
事で行う主な工事内容のイメージは次のとおりです。 

 1 回目の大規模修繕工事 
（築後 12～15 年程度で実施） 

2 回目の大規模修繕工事 
（築後 24～30 年程度で実施） 

3 回目の大規模修繕工事 
（築後 36～45 年程度で実施） 

主な 
工事内容 

・屋根防水の補修･修繕 
・外壁の補修･塗替 
・建具の点検･調整 

など 

・屋根防水の補修･修繕
または撤去･新設 

・外壁の補修･塗装、除去 
・傷んだ金物類の取替 
・耐用年数を迎えた設備

の取替      など 

これまでの工事に加えて 
・屋根防水の撤去･新設 
・建具の取替 
・給排水管の取替 
・耐用年数を迎えた設備

の取替      など 

これらの大規模修繕工事を行うに当たっては、その時点におけるマンションの状態を
把握した上で、修繕対象と工事範囲を決めて、修繕積立金の総額等を勘案しながら資金計
画を検討していきます。 

 
  

コ
ラ
ム
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（2） 改修・修繕工事の手順 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

 次のページで、大規模修繕工事の流れをつかみましょう。 
 
 
 

●大規模修繕工事の流れ 
一般的な大規模修繕工事の流れは、次ページのとおりです。まずは、この流れを

把握して、大規模修繕工事がどのように進んでいくかを確認しておきましょう。 
また、管理組合役員や組合員有志、前回の大規模修繕工事時の担当だった人など

との勉強会を行い、大規模修繕工事の進め方や注意点などを確認すると、安心して
大規模修繕工事を進められるでしょう。 

 
なお、きちんとした手順を踏まずに大規模修繕工事を進めていくと、次のような

トラブルが起こる可能性があるため、注意しましょう。 

□ 居住者の意向と異なる方向で検討が進んだため、合意形成が難しかった。 
□ パートナー（専門家）と意見があわず、検討に時間がかかった。 
□ 長期修繕計画が杜撰だったため、資金調達に苦労した。 
□ 組合員・居住者への周知が徹底されていなかったため、工事中に多くのク

レームがあった。 
□ 施工会社と意思疎通ができていなかったため、思ったとおりの仕上がりに

ならなかった。 
□ 工程計画に無理があったため、思ったとおりに工事が進まなかった。 

 

  

● 大規模修繕工事の年に役員をやることになりそう･･･。何をやれ
ばいいのか、わからないなぁ。 

● 大規模修繕工事は、管理組合の役員だけでなく、管
理会社や専門家など、いろいろな人が長期間かかわ
るプロジェクトになるため、どんな流れになるか知
っておくことが重要ですね。 

Ｑ 

Ａ 

STEP① 解説 

STEP ① 

レ�
レ�
レ�

レ�

レ�

レ�
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大規模修繕の手引き 
～マンション管理組合が知っておきたい工事・資金計画のポイント～ 

 

 
■大規模修繕工事の具体的な流れ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
※この流れは一例を示しています。検討内容等により、順序が入れ替わることがあります。  
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① 大規模修繕工事の体制づくり･パートナー選定の進め方 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 大規模修繕工事を役員だけで対応するのは大変なので、管理組

合の中で、理事会とは別に大規模修繕工事の検討を行う専門委
員会（「修繕委員会」等）をつくります。 

 大規模修繕工事には専門知識と判断が求められるため、工事を
進めるときのパートナーを決めておきます。 

 大規模修繕工事の発注方式を検討します。 
 
 
 

●専門委員会（「修繕委員会」等）を立ち上げましょう 
管理組合の役員の任期は、１～２年のところが多いと思います。 
一方、大規模修繕工事は、数年かけてじっくりと取り組む必要があり、役員の任

期を超える場合があります。 
そこで、管理組合の諮問機関である「専門委

員会（「修繕委員会」等のわかりやすい名称を
つける。以下、本手引きでは「修繕委員会」と
表記。）」を立ち上げることが、大規模修繕工事
の成功のポイントです（小規模なマンションで
は設置しない場合あり）。 

委員の候補や人数は、次に挙げることに配慮
して、工事方針の決定、対外折衝、居住者への
対応、広報などの役割に対応できる委員で構成
する組織となるように決定します。 

 
  

STEP ① 

● 次回の大規模修繕工事に向けて、何か準備をしておくことはある
かな？ 

● 管理会社のアドバイスを受けながら、まずは管理組合 
の中で、大規模修繕工事を検討できる体制をつくるこ
とですね。 

● また、信頼できる専門家を早めに決めておくとよい
でしょう。 

Ｑ 

Ａ 

STEP ② 

STEP ③ 

STEP① 解説 
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大規模修繕の手引き 
～マンション管理組合が知っておきたい工事・資金計画のポイント～ 

 
 
・希望者を居住者から公募します（組合員に限らず必要な人材を募りましょう） 
・現理事や役員経験者、他のマンションでの修繕工事経験者、組合内の建築士

などの専門家も加えます 
・様々な立場の人からバランスよく選出します 

 例  高齢者や若い人を含め、男女バランスよく参加を促す 等 
・建設会社の社員である組合員など、工事の発注先となりうる関係者を委員に

する場合には、業務範囲を明確にしておくことが必要です 
 例  施工会社選定には関与しない 等 

●大規模修繕工事のパートナーを決めましょう 
大規模修繕工事の主体は管理組合ですが、工事を進めるためには専門的知識と判

断が求められるため、課題に応じて、次のような専門家の協力を求め、意見を求め
ることが重要です。 

 
 
 
 
パートナーの選定の第一段階は候補者を選ぶことから始めます。それまでの管理

組合活動で関係のある事業者や関係者から推薦を受けたりして候補者を挙げるほか、
業界新聞等で公募したり、地方公共団体等から情報提供を受けることも考えられま
す。行政やマンション管理関係の業界団体（マンション管理に関する知識や経験を
生かして活動等を行う NPO 法人含む）では、各種相談や専門家の派遣、診断業務
などを行っている場合があります。パートナーを探すには、行政窓口や関連団体な
どに相談することも一つの方法です。 

 管理組合 パートナー 
（管理会社、設計事務所、専門事業者など） 

役割分担 

・大規模修繕工事を含むマンションの
維持管理の検討 

・検討内容に基づく組合内の合意形成 
・パートナーとの契約 
・工事の進捗管理（組合員への周知を含む） 

など 

・大規模修繕工事を進めるためのアド
バイス 

・工事にかかわる他の事業者等との調
整・協議 

・工事の施工         など 

管理組合は、大規模修繕工事を進める上での課題ごとに候補者をリストアップし、
ヒアリング等を十分に行います。管理組合のパートナーとしてふさわしいと考える
専門家等を選ぶことが重要になります。 

候補者から提出された見積書と提案書の内容に加えて、必要に応じてヒアリング
を実施し、管理組合にとって有益なパートナーを選びましょう。特に工事内容や進
め方などに不安がある場合、中立的な立場でアドバイスがもらえる専門家を選んで
進めてもよいでしょう。  

管理会社 設計事務所 施工会社 マンション管理士 業界団体・行政

STEP② 解説 
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パートナーに求められる条件として、以下が考えられます。 

□ 費用や報酬が明確か 
□ 管理組合の運営について知識やスキルがあるか 
□ マンションの大規模修繕工事に関する実績があるか 
□ 管理組合としてコミュニケ－ションしやすい人材がいるか 等 

 

●工事の発注方式を決めます 
大規模修繕工事には、専門的な知識と判断が求められますので、マンションの修

繕に精通している専門家等を選ぶ必要があります。 
工事の発注方式の主なものは以下のとおりです。 

 責任施工方式 設計監理方式 CM 方式 
（コンストラクション・マネジメント方式） 

依
頼
内
容 

調査診断 
修繕設計 

施工会社 管理会社 

設計事務所等 管理会社 設計事務所等 

施 工 施工会社 施工会社 

工事監理 設計事務所等 管理会社 コンストラクション･マネジャー 

メリット 

・初期の段階から施
工性に配慮した
検討を行うこと
ができる。 

・施工会社が監理を
行うため、監理費
用を軽減できる。 

・管理組合と同じ発注者
としての性格を持つ設
計者の立場から、施工会
社の仕事をチェックで
きる。 

・必要とされる工事を客
観的に見極めた上で工
事内容を決めることが
できる。 

・管理組合に代わって、設計
者と施工会社の業務を第
三者としてチェックでき
る。 

・工事費の構成の透明化が期
待できる。 

デメリット 

・施工会社が監理を
行うため、監理の
透明性に欠ける
場合がある。 

・設計者に支払う監理費
用や建物診断費用、基本
計画検討の費用が発生
する。 

・コンストラクション･マネジャー
に支払う費用が発生する。 

・プロジェクトの成否がコン
ストラクション･マネジャーの
能力に左右される面があ
る。 

表に挙げたもの以外の発注方式も存在します。いずれにしても、メリット・デメ
リットを踏まえた上で、どの方式がよいか管理組合で議論して決めましょう。 

  

レ�
レ�
レ�
レ�

STEP③ 解説 
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大規模修繕の手引き 
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設計コンサルを活用した修繕工事で国土交通省が注意喚起 

大規模修繕工事等における「設計監理方式」は、適切な情報をもとに施工会社の選定を
進めていくためにも有効であるとされています。 

2016（平成 28）年 3 月に改正されたマンションの管理の適正化に関する指針におい 
て、「工事の発注等については、利益相反等に注意して、適正に行われる必要がある」と
されており、設計コンサルタントが利益相反行為を起こさない中立的な立場を保つ形で
施工会社の選定が公正に行われるよう注意する必要があります。 

管理組合が大規模修繕工事を進める際の疑問や相談について建築士等によるアドバイ
スを行う相談窓口が設置されていますので、不安に感じたら利用してみましょう。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

●（公財）住宅リフォーム・紛争処理支援センター 

住まいるダイヤル    0570（016）100 

https://www.chord.or.jp/reform/consult.html 

 

※施工費用については、無料の「見積チェックサービス」も行っています。 

●（公財）マンション管理センター 

建物･設備の維持管理のご相談 03（3222）1519 

http://www.mankan.or.jp/06_consult/tel.html 

コ
ラ
ム
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② 調査・診断の進め方 

 
 
 

 

 
 
 
 

 新築時からの竣工図書、修繕工事や点検の記録を確認します。 
 管理組合として建物の状況を目視で確認したり、不具合がある

箇所や修繕･バリューアップの要望をアンケート調査したりし
ます。 

 調査・診断を行う専門家を選定し、依頼します。 
 診断結果を広報誌などで組合員に知らせ、建物の状態を知って

もらいます。 
 
 
 

●管理組合でマンションの状況を把握する 
管理組合の役員や修繕委員会のメンバーで、マンションの状況を確認します。汚

れや傷みの程度、よく不具合の生じる部分の状況や、組合員･居住者からクレームが
出ている部分の状況を確認します。 

また、日常生活での不具合や不便を感じている点などについて、組合員や居住者
に意見や要望などをアンケート調査します。調査項目は、パートナーにアドバイス
を受けながら決めましょう。 

 
●調査・診断を行う専門家を選定・依頼する 

調査・診断会社や設計事務所、管理会社など、診断業務を行っている会社に調査・
診断を依頼します。 

また、依頼するときは、調査・診断をする目的を明確にしておきます。 
 例  特定の不具合（雨漏り､タイル落下）の原因追究のため、修繕設計のため 等 

さらに、依頼にあたっては、「四会連合協定 マンション修繕設計・監理等業務委
託契約約款」（2022 年 4 月、四会連合協定 建築設計・監理等業務委託契約約款調
査研究会）の活用を検討するとよいでしょう。 

  

● どんな修繕工事を行うかを検討する前に、何かやっておくことは
あるの？ 

● マンションの現状を、パートナーのほか、管理組合
自身でも確認します。 

 

Ｑ 

Ａ 

STEP ① 

STEP ② 

STEP ③ 

STEP ④ 

STEP② 解説 

STEP③ 解説 
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③ 基本計画検討の進め方 

      
 
 

 

  
  
 
 修繕の時期、内容等を含めた修繕工事の基本計画について、パ

ートナーに原案を作成してもらいます。 
 管理組合は、原案の説明を受けつつ、修繕委員会で検討してい

きます。 
 大規模修繕工事を行う上で、現行の管理規約の内容及び関係法

令で抵触するところがないかどうか確認します。 
 
 
 

●基本計画を修繕委員会で検討する 
基本計画の原案ができたら、パートナーから十分に説明を受け、修繕委員会で内

容を検討します。建物診断結果や長期修繕計画を確認し、各工事について今行うべ
きか時期をずらしてもよいか検討します。自分たちのマンションですから、組合員
や居住者の希望を取り入れて、単なる修繕にとどまらずに、バリューアップの検討
もしてみましょう。 

なお、基本計画は資金計画（次ページ参照）と並行して検討することが必要です。 
【基本計画を決めるための主な検討事項】 

工事の範囲･仕様 調査･診断結果やアンケート結果をもとに具体的な工事範囲や仕様を検討 
概算費用 概算工事費、修繕設計、工事監理、コンサルティング費用、諸費用 
資金計画 資金の借入や一時金徴収、修繕積立金の積立状況 

●現行の管理規約の内容で抵触するところがないか確認する 
希望する大規模修繕工事の案が固まっても、管理規約や細則及び関係法令で禁止

されていたり、工事ができなかったりすることのないよう、確認します。また、既
存不適格（建築当初は適法であったものの、その後に法令が改正され、改正後の現
行の建築基準関係規定に適合していないもの）への対応も確認します。 

□ 壁に配管を新たに通したいが、壁に穴を空けてもよいか 
□ 専有部分も含めて一体的に工事を行う場合、修繕積立金から支出できるよ

うになっているか 
□ 専有部分への立ち入りが必要な場合､工事ができる規定となっているか 等  

● 大規模修繕工事の計画って、どうやって決めていくのかな？ Ｑ 

STEP ① 

STEP ② 

STEP ③ 

STEP② 解説 

STEP③ 解説 

レ�

レ�

● まずは専門家に案の作成を依頼して、組合員で議論
しながら決めていきます。 

 

Ａ 

レ�
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④ 資金計画検討の進め方 

      
 
 

 

 
 
 
 
 
 修繕委員会や理事会で、工事費や工事内容が適正かどうか検討

します。 
 地方公共団体による助成制度が活用できないか確認します。 
 修繕積立金が不足する場合には、管理組合による借入や組合員

からの一時金の徴収などについて検討します。 
 必要に応じて、長期修繕計画を見直します。 
 
 
 

●工事費や工事内容が適正か検討する 
大規模修繕工事の工事費や工事内容は、その時点のマンションの状態にふさわし

いものにすることが必要です。長期修繕計画や調査・診断結果を踏まえて工事内容
を検討し、それに必要な費用について、専門家の意見を聞きながら検証します。 

⇒ 詳しくは「2 大規模修繕工事で採用する工法」（4）    ページをご覧ください。 

●資金計画を検討する 
大規模修繕工事にかかる費用を捻出するためには、修繕積立金の取り崩しが必要

です。そのため、資金計画の決定には、組合員の合意形成、総会決議が不可欠です。 
地方公共団体によっては大規模修繕工事の費用に対する助成が行われている場合

がありますので、相談・確認し、有効に利用するとよいでしょう。 
これらだけでは工事費用が足りない場合には、管理組合による借入や組合員から

の一時金の徴収などについて検討します。 
⇒ 詳しくは「３ 資金計画の検討」    ページをご覧ください。 

●必要に応じて、長期修繕計画を見直す 
実施しようとしている大規模修繕工事の金額が長期修繕計画の額と大きく乖離し

ている場合は、今後の長期的な資金計画に影響を及ぼす可能性もあるため、必要に
応じて、長期修繕計画の見直しを検討します。 

● 大規模修繕工事の資金計画は長期修繕計画に記載されている金
額でよいのかな？ 

● 長期修繕計画に記載されている工事内容や工事費
は目安になります。そのため、計画を作成した時点
から状況が変わっている場合もありますので、改め
て検討します。 

Ｑ 

Ａ 

STEP ② 

STEP ① 

STEP② 解説 STEP③ 解説 

STEP① 解説 

STEP ③ 

STEP ④ 

STEP④ 解説 

52 

54 
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⑤ 大規模修繕の決定／合意形成の進め方 

      
 
 

 

 
 
 
 

 実施設計を設計事務所･施工会社等のパートナーに依頼します。 

 修繕委員会の基本計画検討結果を踏まえて実施計画を作成し、
理事会などで決定します。 

 総会決議が必要なものがあれば、総会を開催します。 
 
 
 

●検討結果を踏まえて実施計画を作成し、理事会などで決定する 
工事計画の内容、資金計画やその他事項（施工会社の選定方針など）について、

パートナーと協力して理事会などで決定します。 
万一、大規模修繕工事に瑕疵

か し
     が見つかった場合の補修費用を賄える大規模

修繕瑕疵保険に加入する場合、この時点で方針を決めておきます。 
●総会決議が必要なものがあれば、総会を開催する 

総会の決議は、決議が必要な事項についてもれなくとっておきましょう。 
次のような場合は、総会を開催し、組合員の了承を得ておきます。 

□ 共用部分の変更にあたる場合 
 例  （普通決議で実現）柱に鉄板を巻き付ける耐震補強工事、窓ガラス・玄関扉の 

一斉交換工事 等 
（特別決議が必要）エレベーターの増設工事、広場を駐車場に変更する工事 等 

□ 管理規約の変更を必要とする場合 
 例  管理規約に盛り込まれている修繕積立金の「額」を変更する 等 

□ 既に決議を受けた内容から大幅に変わる場合 
□ 借入を行う場合 
□ これまでの総会で大規模修繕工事の取組みを進めることや資金の借入につ

いて承認を受けていない場合 
  

● 修繕委員会で大規模修繕工事の検討を行ってきたけど、理事会へ
の報告もいるよね？ 

● 大規模修繕工事に対する認識がバラバラでは計画
はうまく進みません。まずは、理事会で目線を合わ
せ、認識を統一するようにしましょう。 

Ｑ 

Ａ 

STEP ② 

STEP ① 

STEP③ 解説 

STEP② 解説 

レ�

レ�

レ�

レ�

用語① 

◆ 用語解説 
①瑕疵 ：一般的には欠陥や不具合を指す言葉。 

STEP ③ 

レ�
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⑥ 施工会社選定の進め方 

      
 
 

 
 
 
 
 

 施工会社をリストアップします。 

 見積を依頼する会社を絞り込み、見積要項を作成して見積を依
頼します。 

 施工会社と面接を行い、施工会社を内定します。 
 
 
 

●施工会社をリストアップする 
次の方法で施工会社の情報を得ます。 
工事内容に適した業種かどうか、会社の規模はどうかなどの条件を加味して、パ

ートナーの意見を参考にしながらリストアップしていきます。 

□ 組合員の推薦 
□ 公募   例  業界新聞や専門誌など 
□ パートナーや他のマンション管理組合からの紹介 
□ マンションを新築した施工会社、管理会社（工事部門を持つもの） 

 
●見積依頼する会社を絞り、見積要項を作成して見積を依頼する 

リストアップした施工会社から会社案内などを取り寄せて、書類選考で見積を依
頼する会社を数社に絞り込みます。 

見積要項（工事の概要や見積条件を記載したもの）を作成し、修繕委員会・理事
会で内容を確認します。 

見積を依頼するにあたっては、施工会社にマンションに来てもらい、見積要項の
説明会を開催するほか、併せて現場の状況や竣工図書・点検報告書などもよく確認
してもらいます。 

 
 

  

● 施工会社を決めるポイントは、何なのかな？ 

● 施工会社の選定は、あとで不平・不満が出ないよう、
どうやって施工会社を選んだのか、組合員にしっか
り説明できるようにしておくことがポイントです。 

Ｑ 

Ａ 

STEP ① 

STEP ② 

STEP ③ 

レ�

STEP① 解説 

レ�
レ�
レ�

STEP② 解説 
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大規模修繕の手引き 
～マンション管理組合が知っておきたい工事・資金計画のポイント～ 

 

 
●施工会社を内定する 

施工会社から提出された資料をもとに修繕委員会などで公平に審査します。見積
金額のほか、会社概要（実績、業務体制など）、提案力（課題に対する提案の実現性
など）、技術力（実績、有資格者数、現場代理人予定者など）、工事後の対応などの
観点から審査します。 

また、施工会社の選定には公平性が求められます。留意点は以下のとおりです。 

□ 選定までの経過は透明性（ガラス張り）が強く求められます。選定経緯は全
て公表できるようにし、組合員に説明する場合にも十分理解の得られるもの
とします。 

□ 競争原理を働かせて選定することが望ましく、特定の会社（委託管理会社な
ど）とする場合にも、技術力、体制、価格などのチェックは、第三者である
専門家による助言を受けた方が無難です。 

□ 施工会社の選定にあたっては組合員からの意見を尊重し、皆が納得した上で
決めるようにします。特定の人の意見を優先することは後で問題になるおそ
れがあり、注意が必要です。 

 
 

施工会社の選定方法 

施工会社の選定方法には、「競争入札方式」と「見積合わせ方式」、「特命随意契約方
式」がありますが、本手引きでは、複数の施工会社を候補者として管理組合で協議しなが
ら施工会社を選定する「見積合わせ方式」で説明しています。 

競争入札 
方式 

・入札希望者を公募または指名して競争入札を行う方式。原則として最
低価格の会社と契約する。 

・価格競争型と総合評価型（価格以外の提案要素と価格を総合的に評価
して発注先を決める）がある。 

・金額を抑えることができるのがメリットだが、「安かろう悪かろう」と
なる可能性がある。 

見積合わせ 
方式 

・特定した数社を指名して見積書を提出してもらい、その内容を検討し
て最も適当と判断される施工会社を選定する方式。 

・条件提示型（管理組合側が仕様や数量などを提示して見積書を求める）
と提案型（管理組合が必要と考える条件のみを提示し、発注先候補が
仕様や数量などを設定して見積書を提出する）がある。 

・公平性を確保できることがメリットだが、事務手続の手間がかかる。 

特命随意契
約方式 

・特定の一社を指名して見積書を提出してもらい、その内容を検討・協
議の上選定する方式。 

・信頼のおける専門家等に一任できるのがメリットだが、組合員に対し
て選定理由の明確な説明が必要。 

  

STEP③ 解説 

レ�

レ�

レ�

コ
ラ
ム



 

16 

 

 
⑦ 大規模修繕の決定（総会決議）／工事準備の進め方 

      
 
 

 

 
 
 
 
 大規模修繕工事の施工会社や予算内容について総会で決議し

ます。その後、工事請負契約を結びます。 

 組合員や居住者向けに工事説明会を開催します。 

 共用部分や各住戸で工事に必要な準備を行います。 
 
 
 

●総会で決議し、工事請負契約を結ぶ 
総会を開催し、これまでの経緯を説明するとともに、施工会社や予算内容（借入

を行う場合も含む）について、総会で決議します。 
総会決議後は、施工会社と工事請負契約を結びます。 
契約にあたっては、「民間（七会）連合協定 マンション修繕工事請負契約約款」

2020 年 4 月、民間（七会）連合協定工事請負契約約款委員会）の活用を検討しま
す。 

 
●工事説明会を開催する 

工事の 1 ヶ月ぐらい前に、組合員や居住者に対する工事説明会を開催します。管
理組合が主催するものですが、施工会社、工事監理者に主体的に説明してもらう事
項もあります。 

工事説明会のポイントは次のとおりです。 

□ 難しい専門用語を使わず、わかりやすい言葉、絵などで説明する。 
□ 可能であれば、実物の展示によりわかりやすく伝える。 
□ 組合員ではない居住者、子ども、主婦、高齢者を含めていろいろな立場の人

に工事が実施されることを理解してもらう。 
□ 工事中に「できないこと」など生活に支障が出ることについては特に徹底し

て知らせる。 
 

● 大規模修繕工事の実施について、総会の決議をとったけど、施工
会社と準備を進めて良いのかな？ 

● 施工会社と協力して準備しますが、組合員や居住者
へしっかり説明することが大切です。 

 

Ｑ 

Ａ 

STEP ③ 

STEP ① 

STEP② 解説 

STEP ② 

レ�

レ�

レ�
レ�

STEP① 解説 
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大規模修繕の手引き 
～マンション管理組合が知っておきたい工事・資金計画のポイント～ 

 
●工事の準備を行う 

各住戸がしておくべきこととして、バルコニーの片付けや場合によって自動車の
移動などをお願いします。また、資材置き場や廃材置き場、足場を設置するスペー
スの確保が必要となります。 

更に、騒音、悪臭、工事用車両の通行など、近隣住民の生活に支障を来す場合は、
事前に近隣への挨拶や説明をしておきます。 

 
 
 

  

STEP③ 解説 
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⑧ 工事中（監理）の進め方 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 管理組合、パートナー及び施工会社で定例会議を実施します。 

 組合員、居住者に広報活動を行います。 

 工事が終わったら竣工検査を行い、竣工図書を受け取ります。 

 工事代金を精算し、工事が完了したことを組合員、居住者にお
知らせします。 

 
 
 

●定例会議を実施する 
管理組合、工事監理者及び施工会社の現場代理人が出席して、定期的（理事会や

修繕委員会のタイミングと合わせて）に定例会議を開き、次のようなことについて
問題が起きた都度対策をとります。 

□ 工事工程のチェック 
□ 工事施工状況のチェック 
□ 組合員、居住者からのクレームなど 
□ 工事中の安全、防犯体制 

定例会議では、工事監理者に「工事監理報告書」の提出を求めます。また、打合
せ結果は記録に残すようにし、議事録作成者をあらかじめ決めておきます。 

  

● 工事中に何か注意しておくことはあるのかな？ 

● 工事中は、組合員、居住者、施工会社などが協力し合って工事を 
進めます。関係者で十分にコミュニケーションをと
りましょう。 

● いざ工事が始まると、追加工事や予期しない事故、近
隣問題など、不測の事態が生じないとも限りません。
事前に対策を検討しておくことが求められます。 

Ｑ 

Ａ 

STEP ① 

STEP ③ 

STEP ④ 

STEP ② 

STEP① 解説 

レ�

レ�

レ�
レ�
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大規模修繕の手引き 
～マンション管理組合が知っておきたい工事・資金計画のポイント～ 

 
●組合員、居住者に広報活動を行う 

工事中に居住者の生活に影響を及ぼすことについては、その内容や期間を事前に
知らせておく必要があります。 

これらのことについては、 
□ 住戸ごとの工事工程が分かるような工程表を掲示する。 
□ 各住戸にお知らせを配付する（施工会社などに資料作成を依頼。契約時にそ

の旨明記しておくことが必要）。 
などの方法によって、周知徹底することが大切です。 

 
●竣工検査を行い、竣工図書を受け取る 

竣工検査は、次の順で行います。 
① 施工者検査 
② 工事監理者検査 
③ 管理組合検査（居住者確認） 
なお、検査の際に不具合が発見された場合には施工会社にその旨を通知し、直ち

に不具合箇所を是正してもらいます。 
また、竣工図書や工事保証書などを受取り、保証内容について工事請負契約との

整合性などをよく確認しておきます。 
 
 

■ 工事中の流れ（例） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

□ 定例会議 
□ 居住者の安全確保と生活配慮 
□ 工事の品質確保と工程の確認 

□ 竣工検査 
（不具合が発見された

場合は是正を依頼） 
□ 引渡し・精算 
□ 竣工図書の受取り 

施
工
会
社
と
契
約 

着 

工 

竣 

工 

大
規
模
修
繕
工
事
の
完
了 

□ 記録の保管 

工事完了届、工事保証書、使用材料・メー
カーの一覧表、竣工図、工事記録写真など 

大規模修繕工事 

STEP② 解説 

レ�
レ�

STEP③ 解説 
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⑨ 工事終了後の進め方 

 
 
 

 

 
 
 
 
 工事が終わったら、竣工図書について保管場所を定め、新築時

の竣工図書と併せて保管します。 

 （必要に応じて）長期修繕計画の見直しを行います。 

 アフター点検を行ってもらいます。立入りが難しい部分（バル
コニーや専用庭など）については、点検前に居住者に確認して
おきます。 

 保証期間が切れる前に点検を行い、不具合箇所を補修します。 
 
 
 

●必要に応じて長期修繕計画を見直す 
大規模修繕工事を終えた直後は、マンションの状態を把握できている状況にある

ため、専門家の支援を受けながら、長期修繕計画の内容を確認しつつ、いつどのよ
うな工事が必要かを整理します。 
⇒ 詳しくは「４ 長期修繕計画と修繕積立金の見直し」（1）    ページをご覧ください。 

 
●保証期間が切れる前に点検・補修する 

保証は新築工事だけでなく、大規模修繕工事も対象になります。前回の大規模修
繕工事の保管書類の中に保証書が入っているので、確認しましょう。 

 
  

● 大規模修繕工事が終わってもやることがあるのだろうか？ 

● 大規模修繕工事を終えて「これで終わり」というこ
とにはなりません。次の大規模修繕工事に向け、書
類の保管や適切な時期での点検など維持管理の取
組みを継続します。 

 

Ｑ 

Ａ 

STEP ① 

STEP ② 

STEP ③ 

STEP ④ 

STEP④ 解説 

STEP② 解説 

62 
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大規模修繕の手引き 
～マンション管理組合が知っておきたい工事・資金計画のポイント～ 

 
■大規模修繕工事チェックシート        ⇒     ページとあわせてご覧ください。 

手順 確認事項 チェック 
日付 

30～100
戸程度の 

マンション
の場合 大規模修繕工事の準備   

 ① 大規模修繕工事の体制づ
くり 

大規模修繕工事実施（準
備）決議・パートナー選定 

工事の目的と必要性を理事会レベルで確認 □  ／ 
総会の 

10 ヵ月
以上前 

 マンションの管理状況の確認 □  ／ 
 管理組合の取組み体制（修繕委員会等）の整備 □  ／ 
 パートナーの決定、コンサルタント業務の委託 □  ／ 
 大規模修繕工事の発注方式の検討 □  ／ 
 

② 調査･診断 

設計図書など必要資料の確認・整理 □  ／ 

総会の 
7 ヵ月 
以上前 

 建物の目視点検（管理組合としての確認） □  ／ 
 居住者意向の把握(アンケート調査等） □  ／ 
 建物診断を行う専門家の選定・依頼 □  ／ 
 診断結果の公表・周知 □  ／ 
計画づくり   
 

③ 基本計画･実施設計検討 
パートナーによる計画原案の作成 □  ／ 

 現行の管理規約の内容確認（抵触部分のチェック） □  ／ 
 基本計画の作成 □  ／ 
   工事費や工事内容の精査 □  ／ 
 

④ 資金計画検討 

助成制度の活用可能性の検討 □  ／ 
 資金計画の作成（必要に応じて長期修繕計画の見直し） □  ／ 
 実施設計の依頼（設計と監理業務の委託） □  ／ 
 工事の実施について理事会レベルの決定 □  ／ 
 （必要に応じて） 

⑤ 大規模修繕の決定/合意形成 総会決議（大規模修繕工事の取組みを進めることの承認） □  ／ 
 
 

 

⑥ 施工会社選定 

施工会社のリストアップと書類による選考 □  ／ 
総会の 
6～9 
ヵ月前 

 見積要項の作成 □  ／ 
 見積書の査定（パートナーに協力依頼） □  ／ 
 施工会社の内定 □  ／ 
 契約書の作成（パートナーに協力依頼） □  ／ 
 

⑦ 大規模修繕の決定/工事準備 
総会決議（大規模修繕工事の実施と関連事項の決議） □  ／ 総会 

 工事請負契約締結 □  ／  
 工事説明会の開催 □  ／  
大規模修繕工事の実施   

工期 

３～６ 
ヵ月程度 

 

⑧ 工事中（監理） 

定例会議（2 週間に 1 回開催） □  ／ 
 組合員・居住者への広報活動 □  ／ 
 竣工検査 □  ／ 
 竣工図書などの受取り □  ／ 
 精算 □  ／ 
次への備え    
 

⑨ 工事終了後 
記録の保管 □  ／  

 アフター点検、定期点検の実施 □  ／  
 長期修繕計画の見直し □  ／  

5 
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大規模修繕工事で採用する工法 
（1） マンションの工法を確認する 

 
 
 

 
 
 
 
 新築時の設計図書やその後の修繕工事の図面等から、マンショ

ンの工法を確認します。 

 図面等でマンションの工法がわからないものは、専門家に相談し
てみましょう。 

 
 
 

●マンションの工法を確認する 
大規模修繕工事は、マンションの工法に適した工事を行う必要があるので、新築

時の竣工図書やその後の修繕工事の図面、分譲時のパンフレット等から、マンショ
ンの工法を確認しましょう。 

 
●マンションの工法がわからない場合は・・・ 

マンションは、建設された年代によって工法が異なりますので、マンションの工
法がわからない場合は、次ページに掲載している「年代別にみたマンションの工法」
を参考にして、専門家に相談してみましょう。 

  

● 改修工事の方法を選ぶにはどうしたらいいだろう？ 

● 新築時の竣工図書などで各部位のマンションの工
法（仕様、設備、性能）を確認しましょう。 

 

Ｑ 

Ａ 

２ 

STEP ① 

STEP ② 

STEP① 解説 

STEP② 解説 
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大規模修繕の手引き 
～マンション管理組合が知っておきたい工事・資金計画のポイント～ 

 
■ 年代別にみたマンションの工法             ※中層マンションに関係する主な工法を掲載 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

参考）「マンションリフォームの年代分析（共用部分修繕編）」（2021 年 6 月、一般社団法人マンションリフォーム推進協議会）
などを参考に作成。            ⇒ マンションの部位は、    ページをご覧ください。 27 
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大規模修繕の手引き 
～マンション管理組合が知っておきたい工事・資金計画のポイント～ 

 
 

管理組合が専有部分の修繕を一体で行うときの注意点 

管理組合が行う大規模修繕工事は「共用部分の修繕工事」を主に行いますが、次のよう
なケースでは「専有部分の修繕工事」も一緒に行ったほうがよい場合もあります。 

 修繕工事する部位・設備等 修繕工事の費用負担例 

共用部分 外壁、共用廊下、共用部分の給排水管など 管理組合 

専有部分 

道連れ工事 
・専有部分の給排水管などの撤去・更新やそれ

に伴う周辺部分の工事 

管理組合 

オプション工事 
・ユニットバスや給湯器の交換など、区分所有

者の希望により行う工事 

区分所有者 
（個別に施工会社と契約

締結） 

管理組合が専有部分の修繕工事を行う場合は、この工事を管理組合が実施すること、修
繕積立金から工事費を支出すること、先行して専有部分の工事を実施した者への補償の
有無等について、管理規約や長期修繕計画に定め、合意しておくことに留意したほうがよ
いでしょう。 

また、住戸内の生活への影響も大きいため、各住戸の工事期間や生活上の注意点につい
て十分に周知する必要があります。 

なお、古いマンションに多くみられる、階下（下階の住戸の天井裏）に設置されている
配管を階上（自住戸の床下）に変更する場合は、共用部分と専有部分の工事が複雑に絡み、
専有部分での生活にも大きな影響を与えるため、特に注意が必要です。 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

コ
ラ
ム
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（2） 各部位・工事における工法の種類 

 
 
 

 

 
 
 
 
 施工会社等から提案された各部位・工事ごとの工法や工事内容

について、費用対効果や工事期間中の生活への影響などについ
ての理解を深めましょう。 

 施工会社等から提案された工法や工事の範囲について、専門家
などに相談しながら、マンションに適した工法や工事内容を検
討しましょう。 

 
 
 

●工法などの理解を深める 
調査・診断結果を踏まえて施工会社等から提案された工法や工事内容について、

本手引きの    ～    ページや各種資料、インターネット等で調べて、各工
事の費用対効果、工事期間中の生活への影響などメリット・デメリットを理解して
おき、施工会社等から提案された工法について不明な点があれば積極的に質問でき
るようにしておきましょう。 

 
●工法などを検討する 

施工会社等から提案された工法などについて疑問がある場合や、自分たちで検討
している工法などと差異がある場合などは、必要に応じてセカンドオピニオンとし
て、設計事務所など第三者的立場の専門家に相談する方法もあります。 

  

● 提案された修繕工事の工法をそのまま採用しても大丈夫だろう
か？ 

● 各部位・工事で提案、説明された工法を理解し、必
要に応じて外部専門家に相談するなどしながら、工
法を選びましょう。 

 

Ｑ 

Ａ 

STEP ① 

STEP ② 

STEP① 解説 

27 49 

STEP② 解説 
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大規模修繕の手引き 
～マンション管理組合が知っておきたい工事・資金計画のポイント～ 

 

 
●マンションの部位 

マンションの各部位の工事について、工法の種類を紹介します。 
 
① 屋根防水  ................................................................................................  28 ページ 
② 床防水（バルコニー床､開放廊下･階段等） ......................................  30 ページ 
③ 外壁塗装等（躯体､コンクリート塗装､タイル､シーリング） ........  32 ページ 
④ 鉄部塗装等  ............................................................................................  34 ページ 
⑤ 建具･金物等  ..........................................................................................  36 ページ 
⑥ 給水設備  ................................................................................................  38 ページ 
⑦ 排水設備  ................................................................................................  40 ページ 
⑧ その他設備（ガス管､空調･換気､電灯､情報･通信､消防用等） ......  42 ページ 
⑨ 昇降機設備（エレベーター） ..............................................................  44 ページ 
⑩ 外構･附属施設  ......................................................................................  46 ページ 
⑪ 仮設  ........................................................................................................  48 ページ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●修繕周期の目安の記載について 
次ページ以降に記載している修繕周期は、国土交通省が策定している「長期修繕計画ガ

イドライン」（平成 20 年６月、令和３年９月改訂）にある修繕周期例を記載しています。 
修繕周期は、マンションの仕様、立地条件の他、建物及び設備の劣化状況により異なり

ます。また、部材や工事仕様、設備や工法等の技術革新によっても適切な修繕周期が変わ
る可能性があります。 

記載されている修繕周期例は目安としていただき、自身のマンションの状態などを踏
まえながら大規模修繕工事の必要性や実施時期、工事内容等を検討してください。 
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① 屋根防水 

●劣化の内容 
屋根は、日々、日射や風雨にさらされているため、劣化が進みやすい部位です。防

水層の剥がれや膨れ、ひび割れは、雨漏り等の原因となり、雨漏りが生じると、コン
クリート内の鉄筋を腐食させ、マンション自体の強度にも影響を与えかねません。 

 
 
 
 
 
 
 

出典：「建物の長期耐用化を考える～既存集合住宅の老朽度判定技術」（国立研究開発法人建築研究所） 
https://www.kenken.go.jp/japanese/research/lecture/h14/slide/pdf/ppt_03.pdf 

●修繕周期の目安 
厳しい環境にさらされる部位ですので、雨漏りが生じていなくても、定期的に防水

層を修繕することが必要です。 
修繕周期の例     ～国土交通省「長期修繕計画標準様式」の例より～ 

屋上防水（保護） 補修、修繕：12～15 年 撤去・新設：24～30 年 
屋上防水（露出） 補修、修繕：12～15 年 撤去・新設：24～30 年 
傾斜屋根 補修、修繕：12～15 年 撤去・葺替：24～30 年 
庇・笠木等防水 修繕   ：12～15 年 
 

●修繕工事の種類 
 防水層の種類  

屋上に採用される防水層の種類には、「アスファルト防水」「シート防水」「塗膜
防水」等があります。それぞれの防水工事には適している場所があるので、専門家
と相談して決めましょう。 

工法 耐用年数の目安 費用 概要 

アスファルト 
防水 20～30 年 

高い 

アスファルトシートを熱で溶かしなが
ら貼り重ねて防水層を形成し、塗料な
どで保護します。一般的に、歩行を想
定しない屋上で採用されます。 

シート防水 
15～20 年 

シート状の防水材を接着剤で張りつ
け、表面に塗料を塗って保護します。 
物が少ない広い空間に適しています。 

塗膜防水 
10 年程度 安い 

塗膜防水材を塗り重ね、必要に応じて、
表面に塗料を塗って保護します。 

押さえ金具のシーリングの切れ 防水層接合部の剥がれ 

用語② 

用語③ 
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大規模修繕の手引き 
～マンション管理組合が知っておきたい工事・資金計画のポイント～ 

 

 
 工法の種類  

修繕工事の種類には全面改修と部分補修があります。 
全面改修の工法としては、次の「かぶせ工法」と「撤去工法」があります。 

 かぶせ工法 撤去工法 

概要 

既存防水層の上に新規防水層を施工 既存防水層を全面撤去して、新規防水層
を施工 
 
 
 
 
 

メリット 
・既存防水層を撤去しないため、騒

音や振動、粉塵が少ない。 
・既存防水層の種類によらず施工が可能。 
・新築時同様、雨漏りに対する不安が軽

減する。 

デメリット 

・既存防水層と新規防水層の相性が
問題になる場合がある。 

・既存防水層と新規防水層の圧着過
程に注意が必要である。 

・既存防水層の撤去期間の分だけ工期が
長くなる。 

・既存防水層を撤去するため、騒音や振
動、粉塵など生活者への影響のほか、
処理費用が必要となる。 

●工事内容選定のポイント 

□ 既存防水層の状態（材料、工法、保護層の有無、劣化状態など）を調査・診
断したうえで、費用等を勘案して改修工法を検討しましょう。 

□ 屋根防水工事を行う際は、併せて断熱材を施工する（外断熱工法）と、省エ
ネ改修だけでなく、コンクリートの保護にもつながります。 

 
●実際の工事内容イメージ 

 
 
 
 
 
 
 

出典：「持続可能社会における既存共同住宅ストックの再生に向けた勉強会 資料」（国土交通省） 
https://www.mlit.go.jp/common/000227563.pdf 

 
 

  

かぶせ工法による屋上防水改修 

◆ 用語解説 
②保護 ：防水層の表面にコンクリートやモルタルを打設する工法。歩行することを前提とし

た屋上で採用される。 
③露出 ：防水面が露出している状態の工法。歩行することを考慮しない場合に採用される。 

レ�

レ�

屋上防水改修工事の様子 
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② 床防水（バルコニー床､開放廊下･階段等） 

●劣化の内容 
日射や風雨を受ける場所は屋根と同じくらいのスピードで劣化が進みます。雨が掛

かる箇所でのひび割れは雨漏り等の要因となるとともに、床が滑りやすくなると居住
者の転倒など日常生活の安全性に支障が生じるおそれがあります。 

 
 
 
 
 
 

出典：一般社団法人マンションリフォーム推進協議会 ホームページ 

●修繕周期の目安 
マンション外周に足場を組む大規模修繕工事の際には、バルコニーの修繕工事を行

うと効率的です。開放廊下や階段で生じた大きな不具合は、その都度、補修等を行っ
ておくと安心です。 

修繕周期の例     ～国土交通省「長期修繕計画標準様式」の例より～ 

バルコニー床防水 修繕：12～15 年 
開放廊下・階段等床防水 修繕：12～15 年 

 
●修繕工事の種類 

劣化した防水層を修繕する工事が基本です。具体的には、床面をケレン   した
上で、ウレタン塗膜防水材や長尺塩ビシート防水を施工します。 

 
  

用語④ 

防水層の破断 ひび割れ 
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大規模修繕の手引き 
～マンション管理組合が知っておきたい工事・資金計画のポイント～ 

 

 
●工事内容選定のポイント 

□ 修繕工事を行う際には、劣化度合いに応じて防水機能を回復・向上させるた
めの工事を行うとともに、劣化を防ぐための雨の吹き込み対策や排水対策を
行うことが重要です。 

□ 人が歩く場所であるため、損耗により防水層が傷つきにくいように配慮する
ことや、歩行時に滑りにくくするような配慮が必要です。 

□ ルーフバルコニーについては、下階が住戸等であるため、屋根防水修繕に準
じた工事を実施しましょう。 

□ バルコニーや開放廊下の床がモルタルのままで防水層がない築年が古いマ
ンションでは、新規に防水工事を行うことが必要な場合があります。 

□ 開放廊下に段差がある場合には、床面の防水工事に併せて、段差の解消を図
るバリューアップ工事を行うとよいでしょう。 

 
●実際の工事内容イメージ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

出典：「改修によるマンションの再生手法に関するマニュアル（R03.09 改訂）」（国土交通省） 
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001374063.pdf 

 
  

損傷した外階段の改修（防水改修、消音シートの張りつけ等） 

レ�

レ�

レ�

レ�

レ�

◆ 用語解説 
④ケレン：ワイヤーブラシや電動工具等を用いて、古い塗膜や錆、汚れなどを除去する素地調

整作業。 

エレベーター出入り口の段差の解消 
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③ 外壁塗装等（躯体､コンクリート塗装､タイル､シーリング） 

●劣化の内容 
コンクリート躯体のひび割れや欠損が生じると、コンクリートの中性化     が

進行して内部の鉄筋に錆びが生じる可能性が高く、コンクリートの剥落や建物躯体の
強度低下が生じることを避けるためにも早期の修繕が必要です。 

モルタルやタイル仕上げの場合は、ひび割れや欠損、浮き、剥がれが生じることが
あります。打診法等による調査・診断や赤外線サーモグラフィー法による赤外線カメ
ラを用いた遠くからの調査でモルタルやタイルの浮きの有無を確認しましょう。 

 
 
 
 
 
 

出典：左写真「持続可能社会における既存共同住宅ストックの再生に向けた勉強会 資料」（国土交通省） 
https://www.mlit.go.jp/common/000227563.pdf 

右写真「建物の長期耐用化を考える～既存集合住宅の老朽度判定技術」（国立研究開発法人建築研究所） 
https://www.kenken.go.jp/japanese/research/lecture/h14/slide/pdf/ppt_03.pdf 

●修繕周期の目安 
修繕周期の例     ～国土交通省「長期修繕計画標準様式」の例より～ 

躯体コンクリート補修 補修：12～15 年 
外壁塗装（雨掛かり部分） 塗替：12～15 年 除去・塗装：24～30 年 
外壁塗装（非雨掛かり部分） 塗替：12～15 年 除去・塗装：24～30 年 
軒天塗装 塗替：12～15 年 除去・塗装：24～30 年 
タイル張補修 補修：12～15 年 
シーリング 打替：12～15 年 

※マンションを10 年ごとの外壁全面打診の義務付け対象に位置づけている地方公共団体もあるため注意が必要 

●修繕工事の種類 
 コンクリート躯体  

…コンクリートのひび割れにエポキシ樹脂等を注入する方法（エポキシ樹脂低圧注
入工法）やポリマーセメントモルタルで仕上げる方法（Ｕカットシール充填工法）
で修繕します。ひび割れ幅に応じ、この他にも方法があります。 

 仕上げ（タイル）  
…浮きが確認されたタイルは、新しいタイルに張り替える方法によるほか、「アン

カーピンニング工法（エポキシ樹脂を注入した上でアンカーピンを挿入して躯体
に固定する工法）」によりタイルの剥落を防止することができます。 

…タイル目地やひび割れ部分にエフロレッセンス   が生じている場合には、タ
イル裏側への浸水原因を調べ、原因に適した処理を行う必要があります。 

塗装の剥がれ 躯体のひび割れ 

用語⑤ 

用語⑥ 
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大規模修繕の手引き 
～マンション管理組合が知っておきたい工事・資金計画のポイント～ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

●工事内容選定のポイント 

□ コンクリートの中性化防止を行う場合には、「表面被覆工法…コンクリート
表面の被覆を行う」により修繕します。 

 
●実際の工事内容イメージ 

 
 

アンカーピンニング工法による修繕 
出典：「持続可能社会における既存共同住宅ストックの再生に向けた勉強会 

資料」（国土交通省） 
https://www.mlit.go.jp/common/000191746.pdf 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

出典：「改修によるマンションの再生手法に関するマニュアル（R03.09 改訂）」（国土交通省） 
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001374063.pdf 

 

  

◆ 用語解説 
⑤中性化：強アルカリ性の成分をもつコンクリートは、空気中の二酸化炭素に触れることによ

り徐々にアルカリ性が失われ中性化していきます。中性化が進んで、コンクリート
で覆われている鉄筋まで到達すると、鉄筋が腐食して膨張することによりコンクリ
ートにひび割れが生じ、二酸化炭素の浸入が促進されます。これにより、コンクリ
ートが剥がれて落下したり、建物の構造強度が低下するなどの不具合が生じます。 

⑥エフロレッセンス：タイル裏側への水の浸入により、モルタルやコンクリート内のアルカリ
成分が溶けてタイル表面に流れ出し、白く結晶化する現象。 

外壁仕上げ材のバリューアップ 

レ�
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④ 鉄部塗装等 

●劣化の内容 
最近では、アルミニウムやステンレス製品が多様化し、鉄部は減っていますが、防

火扉やはしご、設備機器の制御盤等には鉄が使われている場合が多くあります。また、
日射や風雨により塗装が劣化し、内部の鉄が腐食し、塗装部に膨れや剥がれが生じて
いる場合があります。海岸に近いマンションでは、塩分により劣化の進行が早いと言
われています。劣化は、雨掛かり部分（開放廊下･階段、バルコニー手すり、屋上フ
ェンスなど）と非雨掛かり部分（玄関ドア、配電盤類、屋内消火栓箱など）で進行具
合が異なるため注意します。 

 
 
 
 
 
 

出典：左写真「地域安心居住機能の戦略的ストックマネジメント技術の開発（国総研プロジェクト研究報告 
第 62 号）」Ⅲ.4 公営住宅における外壁等の維持管理手法（国土技術政策総合研究所） 
http://www.nilim.go.jp/lab/bcg/siryou/kpr/prn0062.htm 

右写真「改修によるマンションの再生手法に関するマニュアル（R03.09 改訂）」（国土交通省） 
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001374063.pdf 

●修繕周期の目安 
鉄部は錆びやすいため、大規模修繕工事を待たずに塗替えを行うことも検討しま

す。大規模修繕工事では、一斉に塗替えを行い、劣化を防ぐことが重要です。 
修繕周期の例     ～国土交通省「長期修繕計画標準様式」の例より～ 

鉄部塗装（雨掛かり部分） 塗替   ：5～7 年 
鉄部塗装（非雨掛かり部分） 塗替   ：5～7 年 
非鉄部塗装 清掃・塗替：12～15 年 
 

●修繕工事の種類 
基本的には、鉄部の防錆・美装を目的とした塗替えを行います。 
既存の鉄部に塗装されている旧塗膜や錆・汚れなどを除去するケレン（素地調整作

業）を行った上で、錆止め塗装（防錆性能に特化した塗料を使用した下塗り）を行い、
仕上げ塗装を中塗り→上塗りの手順で行います。 

 
 

  

エキスパンションジョイントの腐食 塗装の膨れと支柱付け根のひび割れ 
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大規模修繕の手引き 
～マンション管理組合が知っておきたい工事・資金計画のポイント～ 

 

 
●工事内容選定のポイント 

□ 塗装の仕様を定める上では、適用部位、部位の耐用年数、既存塗膜と新規塗
料との相性等を考慮する必要があります。 

□ 最近では、防錆性と耐候性に優れた塗料が採用されるようになってきており、
これらの塗料を採用することにより、塗替え周期を延伸することができ、ト
ータルコストの低減を図ることが期待できます。 

□ 外壁との取り合い部分の塗装が困難な場合など、場合によっては、鉄部の部
材を取り外して塗装し直すほうが効率的な場合があります。 

□ 錆の発生が著しい場合は、耐久性が優れているアルミ・ステンレス製等のも
のへ取替えを行うことによりトータルコストの低減につながることがあり
ますので、選択肢に入れて検討するとよいでしょう。 

 
●実際の工事内容イメージ 

 
 
 
 
 
 
 
 

出典：「改修によるマンションの再生手法に関するマニュアル（R03.09 改訂）」（国土交通省） 
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001374063.pdf 

 

 
  

レ�

レ�

レ�

鉄部手すりのバリューアップ 

レ�
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⑤ 建具･金物等 

●劣化の内容 
玄関ドアやサッシは、長年の振動や腐食等により周囲に隙間が生じたり、開閉不良

が生じる場合があります。これらにより、そこから隙間風や雨水が浸入するだけでな
く、非常時の避難に支障が出るなど思わぬ事故につながるおそれもあります。 

手すりのぐらつきは、支持部の腐食や留め付け金具の破損・緩みなどが原因の場合
が多いようです。これらは、転落等の事故につながるだけでなく、放置すると、さら
に部材の膨張や変形が進行し、躯体の劣化が進んでしまう危険性もあります。 

 
 
 
 
 
 

出典：一般社団法人マンションリフォーム推進協議会 ホームページ 

●修繕周期の目安 
建具は、大規模修繕工事ごとに点検を行い、必要に応じて調整を行ってスムーズに

開閉するようにしておきましょう。３回目の大規模修繕工事で耐用年数を迎えるもの
が多いため、新しいものに取替えます。 

修繕周期の例     ～国土交通省「長期修繕計画標準様式」の例より～ 

建具関係 点検・調整：12～15 年 取替：34～38 年 
手すり  取替：34～38 年 
屋外鉄骨階段 補修   ：12～15 年 取替：34～38 年 
金物類（集合郵便受等）  取替：24～28 年 
金物類（ﾒｰﾀｰﾎﾞｯｸｽ扉等）  取替：34～38 年 

 
●修繕工事の種類 

腐食等により劣化した部分の再塗装、部材の取替えにより対応します。 
 鋼製の玄関ドアの取替え等（バリューアップ）  

…「カバー工法」、「持ち出し工法」､「枠残し扉交換工法」､「脱着塗装建物金具取替
工法」などがあり､工事の内容や費用も様々です。居住者の意見を踏まえ、資金計
画と併せて工法を検討しましょう。 

 サッシの取替え等（バリューアップ）  
…「①カバー工法」のほか「②外付け二重サッシ工法」、「③内付け二重サッシ工法」、 
「④持出し工法」、「⑤サッシ撤去工法」があります。 

手すりの腐食 塗膜表面の劣化（変退色） 
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大規模修繕の手引き 
～マンション管理組合が知っておきたい工事・資金計画のポイント～ 

 

 
■サッシの改良工事の種類 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

●工事内容選定のポイント 

□ 玄関ドアやサッシをバリューアップする改良工事の場合、これらは共用部分
であるため管理組合の同意が必要となり、組合員の意見を尊重して工事内容
を決めることが大切です。 

 
●実際の工事内容イメージ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
出典：「改修によるマンションの再生手法に関する

マニュアル（R03.09 改訂）」（国土交通省） 
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/
house/content/001374063.pdf 

 
  

サッシの二重化 
（外付け工法による） 

レ�

非常時脱出機能付き 
面格子の設置 

玄関ドアのバリューアップ 
（プレスドア⇒フラッシュドア） 

https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001374063.pdf
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⑥ 給水設備

●劣化の内容
給水管の劣化の程度は、配管の種類、配管・継手の材質、修繕履歴等によって異な

るため、修繕周期にはかなりの幅があります。
鋼製の給水管は、内部の発錆・腐食により赤水が生じたり、配管の接続部の腐食や

緩みにより漏水が生じたりする場合があります。赤水や漏水が生じている場合には、
建築物への悪影響や資源の無駄というばかりでなく、物損事故や健康な住環境にも悪
影響を及ぼします。

漏水の有無を調べるには、すべての水栓を閉めた状態で水道メータを確認すること
で漏水の状況を確認できます。非破壊検査の方法としては、「超音波調査」、「内視鏡
調査」、「X 線調査」があり、超音波調査では残存寿命の推定も可能です。

出典：左写真「マンション設備改修工事チェックポイントマニュアル」（一般社団法人マンショ
ン計画修繕施工協会ホームページ） 

右写真 一般社団法人マンション管理業協会ホームページ

●修繕周期の目安
修繕周期の例 ～国土交通省「長期修繕計画標準様式」の例より～

給水管 更生    ：19～23 年 取替：30～40 年
貯水槽 補修 ：12～16 年 取替：26～30 年
給水ポンプ 補修 ： ５～８年 取替：14～18 年

●修繕工事の種類
給水管に用いられる材質は、最近では、赤水対策が講じられ、管の防食性能や耐久

性が向上してきています。給水管の取替え工事においては、管の材質をバリューアッ
プすることが一般的ですが、防音・防震対策についても検討するとよいでしょう。

給水管の取替え・更生工事では、住戸内への立入り作業が必要となり、居住者の在
宅が必要になるとともに、工事期間中は、同一系統での水の使用ができなくなります。
これらの点を踏まえて管理組合内の合意形成を行い、工事実施日の連絡や工程管理を
周知徹底することが重要です。

接続部の欠損管内部の腐食

用語⑦
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大規模修繕の手引き 
～マンション管理組合が知っておきたい工事・資金計画のポイント～ 

 

 
住戸内専用給水管の取替え工法には、「隠蔽工法」と「露出工法」があります。 

 メリット デメリット 

隠蔽工法 配管が床や壁の内部に隠さ
れるため、美観や家具を置く
場合の障害がない。 

床・壁の解体復旧を伴うため
工事費が高くなる。 
 

露出工法 床・壁・天井の解体復旧を伴
わないため、工事費が安く抑
えられる。 

配管を住戸内に設けるため、
配管が住戸内に露出し見栄
えがよくない。 

 
●工事内容選定のポイント 

□ 屋外給水管は、内部腐食や外部腐食が進行していることがあるため、原則と
して取替え工事とします。 

□ 住戸内専用給水管は、配管の残存肉厚があれば更生工法が可能となりますが、
配管の肉厚が薄くなっている場合や、その後のメンテナンスを省略したい場
合、その他の不具合がある場合には、給水管の樹脂管への取替え工事になり
ます。 

□ 更生工法には、「エポキシ樹脂ライニング工法」、「カルシウム工法」、「脱気工
法」、「電子防錆工法」等があり、選定にあたっては除錆、防錆、赤水対策及
び保証年数、保証範囲、コスト等を検討する必要がありますが、「一般的には
エポキシ樹脂ライニング工法（既存管内の錆を双方向研磨しエポキシ樹脂を
２回塗布する）」がよく用いられます。 

□ 配管が下階の天井に設置されている場合は、自住戸の床下に設置する工事を
同時に行うことも検討します。 

□ 高置水槽から給水されているマンションは、耐震性向上や水質確保、メンテナ
ンス軽減が期待できる増圧直結方式への給水方式の変更を検討しましょう。 

 
●実際の工事内容イメージ 

 
 
 
 

出典：「マンション設備改修工事チェックポイ
ントマニュアル」（一般社団法人マンシ
ョン計画修繕施工協会ホームページ） 

  高性能ポリエチレン管への更新 

レ�

レ�

レ�

レ�

レ�

◆ 用語解説 
⑦更生：既存の配管を新しい配管に取り換えるのではなく（これを「更新工事」といいます）、

既存の配管をクリーニングして、配管の内側をエポキシ樹脂等の塗料でコーティング
して再生させること。ライニングともいう。 

（メーターボックス内） （床下ピット内） 
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⑦ 排水設備 

●劣化の内容 
排水管はスラブ下配管の場合は天井上に、床上配管の場合は床下に隠れており、通

常は排水が流れていることもあり、大掛かりな点検時でないと確認することができま
せん。しかし、継手部分や腐食によるひび割れ部分等から漏水し、見えないところに
水が溜まっているおそれがあり、十分な注意が必要です。 

排水管の継手や接続部分等で、漏水が確認された場合だけではなく、漏水の跡があ
り修繕されていない場合は、再度漏水する危険性が高いと考えられます。 

 
 
 
 
 
 
 

出典：「持続可能社会における既存共同住宅ストックの再生に向けた勉強会 資料」（国土交通省） 
https://www.mlit.go.jp/common/000227563.pdf 

 
●修繕周期の目安 

修繕周期の例     ～国土交通省「長期修繕計画標準様式」の例より～ 

排水管 更生：19～23 年 取替：30～40 年 
排水ポンプ 補修： ５～８年 取替：14～18 年 

 
●修繕工事の種類 

排水管の修繕工事は、耐用年数を迎えた配管の新たな配管への取替えが基本になり
ますが、管の状況により、更生工事による延命といった方法も考えられます。 

排水管の更生工事としては、配管内にエポキシ樹脂塗料の塗膜を形成する工法や、
ポリエステル繊維筒を反転挿入して配管内側に新たなパイプを形成する工法などが
あります。 

また、屋外埋設管の勾配不良・地盤沈下による漏水は事故修繕   または年次計
画による計画修繕工事が一般的です。 

 
  

用語⑧ 

接続部の腐食（錆） 排水管外部の腐食（錆と漏水跡） 
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大規模修繕の手引き 
～マンション管理組合が知っておきたい工事・資金計画のポイント～ 

 

 
●工事内容選定のポイント 

□ 排水管の耐久年数や状態をしっかり調査し、早めに修繕（更生）、更新を行う
ことが、その後の不具合発生を避けるためには重要なポイントです。 

□ 排水管の更新を行う場合、腐食しない最新のものに交換することをお勧めし
ます。特に共用部分立管等は、耐火性硬質ポリ塩化ビニル管や耐火二層管（内
管が塩化ビニル管で外管がモルタル繊維強化された耐火管）と、それに伴う
継手を採用します。 

□ 排水管の口径を大きなものに取替えることにより、排水能力を高めることも
可能です（ただし、躯体の開口拡大などの検討が必要となる場合あり）。 

□ スラブ下配管として設置されている排水管の更新時には、使用者の専有区画
内から点検が可能な床下配管への変更も検討することが望ましいでしょう。
その際には、専有区画からの点検口を確保しましょう 

 
●実際の工事内容イメージ 

 
 
 
 
 
 

専用部内の排水立管の更新 
 
 

出典：「持続可能社会における既存共同住宅ストックの再生に向けた勉強会 資料」（国土交通省） 
https://www.mlit.go.jp/common/000227563.pdf 

 
 
 
 
 
 
 

ライニング工法による排水管の更生 
出典：「マンション設備改修工事チェックポイントマニュアル」（一般社団法人マンション計画修繕施工協会ホームページ） 

 
 
 

  

レ�

レ�

レ�

◆ 用語解説 
⑧事故修繕：漏水等の事故や作動不良が起こった後に、その事故が起きた原因箇所を修繕する

ための工事。 

レ�

（管内の研磨） （塗料の投入）（高圧で塗布） （研磨前） （研磨後） （ライニング後） 

テストピース 
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⑧ その他設備（ガス管､空調･換気､電灯､情報･通信､消防用等） 

●劣化の内容 
ガス、空調･換気､電灯、情報･通信、消防用設備等の劣化は、耐用年数の到来によ

る作動不良が主なものです。 
 

●修繕周期の目安 
作動不良が生じた際に修理で対応することが多いと思いますが、各設備の耐用年数

を迎えた時点で取替えます。 
なお、耐用年数を見越して設備を取替えておくと、より安心でしょう。 

修繕周期の例     ～国土交通省「長期修繕計画標準様式」の例より～ 

ガス管  取替：28～32 年 

空
調･  

換
気 

空調設備  取替：13～17 年 

換気設備  取替：13～17 年 

電
灯 

電灯設備  取替：18～22 年 
配電盤類  取替：28～32 年 
幹線設備  取替：28～32 年 
避雷針設備  取替：38～42 年 
自家発電設備  取替：28～32 年 

情
報･
通
信 

電話設備  取替：28～32 年 
テレビ共聴設備  取替：15～20 年 
インターネット設備  取替：28～32 年 
インターホン設備等  取替：15～20 年 

消
防
用 

屋内消火栓設備  取替：23～27 年 
自動火災報知設備  取替：18～22 年 
連結送水管設備  取替：23～27 年 

立
体 

駐
車
場 

自走式駐車場 補修：8～12 年 建替：28～32 年 
機械式駐車場 補修： ５年 取替：18～22 年 
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大規模修繕の手引き 
～マンション管理組合が知っておきたい工事・資金計画のポイント～ 

 

 
●修繕工事の種類 

設備の種類別に、主な修繕工事とバリューアップ工事として、次のようなものがあ
ります。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

●工事内容選定のポイント 

□ 取替える設備のグレードを検討し、資金計画を踏まえて、マンションにふさ
わしいグレードを選択します。 

□ 社会の変化に対応し、快適な生活を送るためには、居住者の意見をよく聞き、
LED 照明や防犯カメラ、情報・通信設備（インターネット、インターホン、
オートロックシステム等）など新しい設備の導入についても検討しましょう。 

 
●実際の工事内容イメージ 

 
 
 
 
 
 
 

 
出典：「改修によるマンションの再生手法に関するマニュアル（R03.09 改訂）」（国土交通省） 

https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001374063.pdf 

夜間照明増設による防犯機能強化 電灯幹線の高圧引込み式への変更 

レ�

レ�
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⑨ 昇降機設備（エレベーター） 

●劣化の内容 
1 年に１回の実施が義務づけられている昇降機定期検査（建築基準法第 12 条第 3 

項）により、損傷、腐食その他の劣化の状況を点検します。法定点検の内容の詳細は、
地方公共団体の条例等を確認してください。 
 

●修繕周期の目安 
エレベーターの故障は大事故につながる可能性もあるため、定期検査の結果や点検

事業者からのアドバイスに基づいて、適切に補修を行い、２～３回目の大規模修繕工
事を目安に取替え工事を検討しましょう。 

修繕周期の例     ～国土交通省「長期修繕計画標準様式」の例より～ 

昇降機（エレベーター） 補修：12～15 年 取替：26～30 年 
 

●修繕工事の種類 
近年、エレベーターには、地震時管制運転装置や戸開走行保護装置の設置、振動・

騒音の低減による乗り心地の向上や消費電力の低減、スピードアップによる待ち時間
の削減など様々な機能・性能が開発・付加されるようになっており、その性能は著し
く向上しています。 

エレベーターの改良（取替え）方法としては、次の 3 つの方法があります。 

①完全撤去・新設 建物からエレベーターの全構成機器を撤去し、全て最新機種等に取替
える方法 

②準撤去・新設 建物に固定された一定の機器を再使用し、巻上げ機、ロープ、かご室、
乗り場扉等を最新機種等に取替える方法 

③分割修繕・準撤去 新設で実施する工事を、制御修繕（インバーター制御等）、かご修繕、
乗り場修繕等に分割して施工する方法 

 
●工事内容選定のポイント 

□ エレベーター設備の改良（取替え）工事にあたっては、必要とする機能や性
能を十分に検討した上で、そのバリューアップを図ることがポイントです。 

□ エレベーターが設置されていないマンションでは、設置可能性について検討
しましょう。 

□ エレベーター更新等により使用できない期間が長期化すると、組合員や居住
者への影響が大きくなるため、事前の調査を十分に行いましょう。 

 
  

レ�

レ�

レ�
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大規模修繕の手引き 
～マンション管理組合が知っておきたい工事・資金計画のポイント～ 

 
●実際の工事内容イメージ 

 
 
 

階段室型マンションへの
エレベーターの設置 

 
出典：「改修によるマンションの再生手法に関する

マニュアル（R03.09 改訂）」（国土交通省） 
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/
house/content/001374063.pdf 

  

https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001374063.pdf
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⑩ 外構･附属施設 

●劣化の内容 
マンションの外構や附属施設（平面駐車場、側溝、遊具、ベンチ、埋設排水管、

自転車置き場、ゴミ集積所、植樹）は、通常の維持管理や事故修繕により、使用上
の不便や清潔さの維持は解決できますが、物質的な陳腐化により劣化が進んだよう
に見えるものが多くあります。 

特に、マンション敷地内の屋外舗装は、経年に伴い、舗装の劣化、地盤の沈下、
樹木の根の生長等により、凹凸や段差、ひび割れ、小穴（ポットホール）などの不
具合が発生します。 

 
●修繕周期の目安 

外構は建物同様マンションのイメージを左右する重要な要素であり、また、マンシ
ョン内で最も往来頻度の高い場所であるため、安全で快適な屋外空間として維持する
ことが望まれます。適切な時期に補修・取替えを行いましょう。 

修繕周期の例     ～国土交通省「長期修繕計画標準様式」の例より～ 

外構 補修、取替：24～28 年 
附属施設 取替、整備：24～28 年 
 

●修繕工事の種類 
主な修繕工事とバリューアップ工事の種類としては、次のようなものがあります。 
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大規模修繕の手引き 
～マンション管理組合が知っておきたい工事・資金計画のポイント～ 

 

 
●工事内容選定のポイント 

□ 舗装の改良工事においては､舗装材料のノンスリップ性や耐久性･排水性、デ
ザイン性の向上及び段差解消等のバリアフリー工事がポイントとなります。 

□ 遊具、パーゴラ、自転車置場上屋、柵、掲示板、案内板、サイン等の外構工
作物を取替える際には、防錆性に優れた材料（溶融亜鉛メッキ製・アルミ製・
ステンレス製等）や木材を使用するなどし、耐久性やデザイン性を高めると
ともに、安全性にも配慮しましょう。 

□ 植栽については、成長しすぎた大樹・大木が障害となる場合があります。例
えば、建物に近く植えられた高木が生長しすぎて緑の密度が上がると、下層
階（特に１～３階）の住戸の日照を奪ったり、風通しを悪くしたり、害虫を
発生させたり、舗装路盤の裏側で樹根が生長し路盤を持ち上げたりするなど
の問題を引き起こします。このため、大規模修繕工事における樹木・植栽工
事では、樹木の生長障害への対策を中心に、敷地内の植栽による区画や駐車
場の計画的な緑化について検討するとよいでしょう。 

 
●実際の工事内容イメージ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

出典：「改修によるマンションの再生手法に関するマニュアル（R03.09 改訂）」（国土交通省） 
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001374063.pdf 

レ�

レ�

レ�

自転車置き場の増設及びデザインのバリューアップ 

植生ブロック舗装による駐車場の緑化 

パーゴラ・ベンチの設置 屋根付きゴミ置き場の整備 
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⑪ 仮設 

仮設工事は、外壁の修繕などマンション全体で行う大規模な修繕工事の際に必要に
なる工事項目です。 

2017（平成 29）年に実施された「マンション大規模修繕工事に関する実態調査」
によると、大規模修繕工事の全体工事費の約２割を仮設工事費が占めており、大規模
修繕工事を進める際に欠かせない経費です。 

仮設工事には、「共通仮設工事」と「直接仮設工事」があります。 

共通仮設工事 
・現場事務所や資材置き場などに要する工事 
・工事を円滑に進めるために必要 

直接仮設工事 

・大規模修繕工事における複数の修繕工事に用いられる枠組足場、養生シ
ートなどに要する工事 

・建物外部の修繕工事の精度・品質の確保、補修材や塗料などの飛散防止な
どのために必要 

 
●工事内容選定のポイント 

□ 主要な３工種（とび工（仮設工事）、防水工（防水・シーリング工事）、塗装
工（塗装工事））については労務費の地域差があるとされていますので、地域
によるコストの差を考慮することが必要です。 

□ 居住者が生活しながら行うため、居住者の生活に大きな影響や危険を及ぼす
内容が計画されていないかを確認しましょう。また、 
・工事の進捗状況 
・駐車スペースの利用制限 
・バルコニーの使用制限（洗濯物を干してよいか等） 
などの情報を居住者に知らせる案内板の設置などの配慮も必要です。着工後
のトラブルを避けるため、これらが仮設工事の内容に含まれているかどうか
をチェックしましょう。 

 
●実際の工事内容イメージ 

 
 
 
 
 
 
 

出典：「持続可能社会における既存共同住宅ストックの再生に向けた勉強会 資料」（国土交通省） 
https://www.mlit.go.jp/common/000227563.pdf 

レ�

レ�

枠組足場 ゴンドラ 
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大規模修繕の手引き 
～マンション管理組合が知っておきたい工事・資金計画のポイント～ 
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（3）マンションの居住環境と資産価値を高めるバリューアップ 

 
 
 

 

 
 
 
 
 バリューアップ工事の必要性や工事時期などを理事会や修繕委

員会などで検討します。 
 通常の大規模修繕工事に併せてバリューアップ工事が実施でき

るか、修繕委員会などで検討します。 
 必要に応じ、バリューアップ工事を含めた長期修繕計画や修繕

積立金の見直しを行います。 
 
 
 

●バリューアップ工事の必要性や工事時期などを検討する 
マンションで長く快適に暮らしていくためには、単に現状維持のみの大規模修繕

工事だけでなく、社会やニーズの変化に合わせて建物を改良していくことが望まれ
ます。例えば、エントランスをオートロックにする、防犯や省エネのために共用廊
下の電灯を LED に交換する、などが考えられます。 

ちょっとした工事も含めて改良を行うことで便利になり、建物の資産価値を上げ、
住まい手の生活の充実にもつながる・・・それがバリューアップ工事です。 

 
 
 
 

  

● 大規模修繕工事は、劣化しているところを直す、現状維持だけで
よいのかな？ 

● マンションの性能や資産価値を長期に維持してい
くには、社会やニーズの変化に合わせて求められる
性能や水準に対応した住みよいマンションに改良
（バリューアップ）していく必要がありますね。 

Ｑ 

Ａ 

STEP ① 

STEP ③ 

STEP ② 

STEP① 解説 
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大規模修繕の手引き 
～マンション管理組合が知っておきたい工事・資金計画のポイント～ 

 
マンションが新築されてから老朽化して解体・建替えられるまでの間、快適に過

ごせるようにするには、管理組合が「自分事」と意識して主体的に修繕・改良して
いくことが求められます。対症療法的な修繕のようなその場限りでの対応に留まら
ず、中長期的な視野で組合員や居住者のニーズ、費用負担の意向を踏まえ、マンシ
ョンの将来像（ビジョン）を共有し、バリューアップの必要性や計画も検討するの
がよいでしょう。 

【バリューアップの観点例】 

□ 居住者の不安解消  例  耐震性能確保 

□ 居住者の満足度向上  例  省エネ性能向上 
□ 将来のコスト低減  例  使われていない機械式駐車場などの転用・廃止 
□ 市場価値の向上  例  子育て施設・植栽・テレワークスペースの整備 
 

●大規模修繕工事に併せてバリューアップ工事が実施できるか検討する 
 
バリューアップ工事は、マンションの現況の性能や組合員の要望等に基づいて、

必要とする工事の内容を決定することになります。 
マンションに一般的に必要になると考えられる改修による性能改善の内容は、以

下のようなものが想定されます。 

マンション性能の総合的なバリューアップ 既存性能のバリューアップ 

● 耐震性能改善 
● バリアフリー性能改善 
● 防犯（セキュリティー）性能改善 
● 省エネ性能改善 
● 情報通信性能改善 

など 

● 玄関ドアや窓の性能向上 
● 給排水設備のバリューアップ 
● エレベーター性能のバリューアップ 
● 共用施設の拡充・転用・廃止（機械式駐車

場→平面駐車場や屋外物置に転用等） 
など 

バリューアップ工事を実施するタイミングについては、現況の性能や組合員の要
望、資金計画等に基づいて、通常の大規模修繕工事に併せて実施したほうが効果的
か、別途実施したほうがよいか等、管理組合や修繕委員会などで検討するとよいで
しょう。 

 
 

  

レ�

レ�

レ�

STEP② 解説 

レ�



 

52 

 
（4）工事ごとの工事費の目安･傾向 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

 見積書等から、マンションの工事項目ごとの単価を確認します。 
 市販書籍や「マンションライフサイクルシミュレーション」など

から、工事項目ごとの単価を確認します。必要に応じ、設計事務
所などの専門家に相談します。 

 単価に差異がある箇所について、施工会社等に確認します。 
 
 
 

●市販書籍などから工事費の単価を確認する 
マンションの工事費単価は、市販書籍のほか、「マンションライフサイクルシミュ

レーション」で確認することができます。 
マンションライフサイクルシミュレーションでは、マンションの①建物情報、②

工事情報、③資金情報を入力することで、自身のマンションと同規模、同築年数の
マンションの「平均的な大規模修繕工事費」（屋根防水、床防水、外壁塗装等、鉄部
塗装等、給排水設備 等）を確認することができます。 

■マンションライフサイクルシミュレーションでの総額工事費の画面の例 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.jhf.go.jp/simulation_loan/m-simulation/index.html 

● 工事の見積書をみていてもいまいちピンとこないけど、金額が妥
当かどうかを判断する際の手助けはないのかな？ 

● 条件により金額が変わるため、一般的な工事単価を示すことは難
しいですが、参考となる情報はいくつかあります。 

● 専門家に相談したり、市販書籍や住宅金融支援機構
の「マンションライフサイクルシミュレーション」
で工事単価を調べてみましょう。 

Ｑ 

Ａ 

STEP ① 

STEP ③ 

STEP ② 

STEP② 解説 

①推計工事費（税抜） ②推計工事費単価 

③価格帯と四分位値 
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大規模修繕の手引き 
～マンション管理組合が知っておきたい工事・資金計画のポイント～ 

 
また、住宅金融支援機構のマンション共用部分リフォーム融資を利用したマンシ

ョンの大規模修繕工事費のデータもありますので、参考にしてください。 
⇒ 下のコラムをご覧ください。 

 
●見積書と工事費単価の目安との差異について 

差異の要因としては、建物の形状、工事の内容、仕様のグレード、劣化の程度、
施工範囲の違い等が考えられます。 

施工会社等との打合せ時に、「見積書と同規模、同築年数のマンションにおける工
事費単価の目安との差異」の要因について説明を求めることで、見積書の工事内容
や金額の納得性を高めることができます。 

 
 
 
 

大規模修繕工事の工事費単価の例 

下の図は、工事費総額と主な工事項目について、住宅金融支援機構のマンション共用部
分リフォーム融資を利用したマンションの大規模修繕工事費データを分析して、工事費
単価（戸当たり単価または㎡当たり単価）を整理したものです。 

工事費単価は、マンションの規模や劣化状況等の条件で異なりますので、あくまでも統
計的な数字として参考にしてください。 

●工事費総額 ●屋根防水工事 
 
 
 
 
 
 
 
●外壁塗装等工事（タイル工事） ●鉄部塗装等工事（全体） 
 
 
 
 
 
 
 

（データ）融資利用年：2013～2018 年、1 都 2 府 23 県の 1,550 件 
  

STEP③ 解説 

コ
ラ
ム
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資金計画の検討 
（1） 資金計画の基本的な考え方 

多額の費用を要する大規模修繕工事を行う際には、長期修繕計画に基づいて区分所
有者が積み立ててきた修繕積立金を活用することが基本です。ただし、長期修繕計画
が適切でなかった等の理由により、大規模修繕工事費用が想定より多くなり、修繕積
立金では賄えない事態も想定されます。 

そのような場合は、工事時期を先送りして修繕積立金がたまった時点で工事を行
う、不足する費用分を助成制度や金融機関等からの借入、または、修繕積立金の増額
により賄うといったことについて検討することが必要になります。 

このような事態を避けるためには、将来を見据えた適切な長期修繕計画を作成し、
日頃からマンションのメンテナンス費用を蓄えておくことが必要です。 

 
 

 大規模修繕工事の資金計画は２つの観点から考える 

 適切な長期修繕計画と修繕積立金を作成・設定する 

 長期修繕計画と修繕積立金は定期的に見直しを行う 

 マンションの将来を見据えた資金計画を作成する 

 
 

 

・大規模修繕工事の資金計画は、次の２つの観点から考える必要があります。 

①長期にわたり適切な時期に適切な工事を実施していくための資金計画 
（長期的な資金計画） 
②直面する大規模修繕工事の資金計画（短期的な資金計画） 

・①は、将来にわたって計画的に大規模修繕工事を実施していけるよう、長期的
な資金計画を立てるものです。適切に長期修繕計画を定め、これに基づいて修
繕積立金を積み立てることが基本となります。 
⇒ 詳しくは    ページ及び「4 長期修繕計画と修繕積立金の見直し」    ～   

ページをご覧ください。 

・②は、近いうちに実施する大規模修繕工事の資金計画を立てるものです。既に
積み立てられた修繕積立金の活用が基本となりますが、公的助成制度など他の
原資がないか、不足する場合は借入などによる資金調達や工事内容の見直しな
どを検討します。      ⇒ 詳しくは    ～    ページをご覧ください。 

・これらの 2 つの観点を合わせて、バランスよく資金計画を考える必要があります。  

３ 

POINT ① 

POINT ② 

●大規模修繕工事の資金計画は２つの観点から考える POINT① 解説 

55 62 77 

POINT ③ 

56 60 
 

POINT ④ 
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大規模修繕の手引き 
～マンション管理組合が知っておきたい工事・資金計画のポイント～ 

 
 

・大規模修繕工事には多額の費用を要しますが、工事の実施時に費用を一度に徴
収しようとすると、必要な費用が徴収できず、工事を実施できなくなることも
想定されます。 

・このような事態を避けるためには、今後必要となる修繕工事の項目・時期・金
額を記載した「長期修繕計画」を適切に作成し、これに基づいて必要な費用を
長期にわたり計画的に「修繕積立金」として積み立てていく必要があります。 

・このように、適切な長期修繕計画を作成し、これに基づいて修繕積立金の額を
設定し、これらについて区分所有者の間で合意しておくことが重要です。 

 
 

 

・長期修繕計画は、将来実施する修繕工事の項目・時期・費用等を確定するもの
ではありません。 

・例えば、建物の劣化が想定と違う、技術革新等により予定と異なる工法を採用
する、工事費が変動するといったことが生じます。 

・こうしたことから、長期修繕計画は一定期間ごとに見直していくことが必要で
あり、マンションライフサイクルシミュレーションなどのツールを活用し、専
門家の手を借りながら、定期的に見直すことを検討しましょう。 

 
 

・マンションを適切に維持管理していくには、長期的な視野に立った資金計画を
考えることが重要です。組合員のニーズや費用負担の意向を踏まえ、今後マン
ションをどのように維持管理し、どのように住まうかについて将来像（ビジョ
ン）を共有し、長期的な資金計画を考えておく必要があります。 

・また、大規模修繕工事を行う時点で、借入金利が低いといった状況があれば、
その時点の修繕積立金をすべて使い切るのではなく、その後の計画修繕のため
の資金として留保し、借入を行うという選択肢もあります。 

  

●適切な長期修繕計画と修繕積立金を作成・設定する POINT② 解説 

●長期修繕計画と修繕積立金は定期的に見直しを行う POINT③ 解説 

●マンションの将来を見据えた資金計画を作成する POINT④ 解説 
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 工事にかかる全ての費用と修繕積立金の総額を比較します。 
 地方公共団体の助成制度など修繕積立金以外に原資となる資

金を確認します。 
 工事費に対して用意できる資金が不足する場合、想定している

工事が本当に必要かどうかを改めて確認します。 
 
 
 

●工事費用を算定し、それと修繕積立金の総額（残高）を比較し、工事費用に充て
る資金の計画をとりまとめる 
工事費用と修繕積立金の総額（残高）を比較した結果、工事費用が修繕積立金の

総額（残高）内で収まる場合と修繕積立金の総額（残高）だけでは工事費用が賄え
ない場合で対応が異なります。 

□ 修繕積立金の範囲内で工事が可能な場合 
…この時点で本項目における確認は終了です。なお、修繕積立金を使い切るような計画

の場合、今後の突発的な支出の可能性も考慮し、予備費の確保の必要性や次回以降の
大規模修繕工事の資金計画を確認しておきましよう。 

□ 必要な工事を行うには修繕積立金が不足する場合 
…    ページ「（２）修繕積立金が不足する場合の対処法」を参照。 

 
●助成制度の利用を検討する 

工事内容によっては、国及び地方公共団体により、マンションの改良工事に活用
できる助成制度等を設けているところがありますので、検討します。 

【助成制度の例】建物診断調査､耐震診断､耐震改修､断熱改修､エレベーター取替または新
設､給排水管取替､玄関ドア･サッシ取替､防災対策､アスベスト除去､アド
バイザー派遣､長期修繕計画の作成等 

※詳しくはお住まいの地方公共団体にお問い合わせください。 

（公財）マンション管理センターホームページ 
https://www.mankan.or.jp/08_reformloan/publicsupport.html 

● 資金計画はどのように考えればよいのかな？ 

● 工事にかかる全ての費用をどのように捻出するか
を確認します。 

● 次回の大規模修繕工事も考慮に入れて資金計画を
検討します。 

Ｑ 

Ａ 

STEP ① 

STEP ② 

STEP ③ 

STEP① 解説 

STEP② 解説 

地方公共団体の助成制度 

レ�

レ�
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大規模修繕の手引き 
～マンション管理組合が知っておきたい工事・資金計画のポイント～ 

 
●工事の必要性を見極める 

まず、修繕積立金の総額（残高）を踏まえ、今やらなければいけない工事なのか、
適切な工事内容となっているかどうかについて検討します。その際には、工事の効
率性も考慮することが大切です。 
【効率的な工事とするためのアイデア例】 

「足場」を必要とする工事だけをまとめて行う 
…足場代（直接仮設工事費）は相当の費用がかかりますので、足場がないとできない

工事を大規模修繕工事としてまとめて実施すると効率的です。 
一方、足場がなくてもできる工事で劣化状態などから先送りできるものは、次回以
降の大規模修繕工事で行うといった判断も可能です。 

また、大規模修繕工事の資金計画を検討する際には、組合員の負担、将来の暮ら
し（高齢者の増加やバリアフリー化の必要性など）など総合的に工事の必要性を見
極め、広い視野で資金計画を検討することが重要です。 

■ 大規模修繕工事にかける工事費と組合員の負担・マンションでの暮らし 

 
修繕積立金で賄える範囲で工事を
実施する場合 
 

修繕積立金に加えて金融機関からの借
入または組合員からの一時金徴収を行
い、必要な工事をすべて実施する場合 

工事範囲の 
妥当性 

 
 
 
 
 
 
修繕積立金の不足により実施したい
工事を延期したり、工事範囲を縮小
したりする可能性あり 

 
 
 
 
 
 
必要な工事の実施により満足できる可能
性が高い 

費
用
負
担 

組合員の
負担 

大規模修繕工事の前後で負担は増え
ない 

増える 
①借入の実施：修繕積立金の増額等によ

り借入を返済する必要あり 
②一時金徴収：組合員の一時

的な負担が増える 

大規模修
繕工事後
の費用 

次の大規模修繕工事までに先送りし
た工事が必要になる可能性がある 
⇒組合員の一時的負担が

増える可能性あり 

次の大規模修繕工事までの間、通常の計
画修繕工事程度で済む可能性が高い 
⇒組合員の一時的負担が生

じる可能性は低い 

大規模修繕工
事後の暮らし 

先送りした工事に関係して、雨漏り
や漏水、外壁タイルの落下など、生
活上や建物の不 
具合が生じる可 
能性がある 

次の大規模修繕工事までの間、安心して
暮らせる可能性が高い 

STEP③ 解説 
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（2） 修繕積立金が不足する場合の対処法 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
●工事費用と修繕積立金の総額（残高）を比較します。 
 
 
 
 

 資金が不足する原因を専門家に依頼して調べ、対処法を検討し
ます。 

 「管理組合の借入」や「組合員からの一時金徴収」により不足
分を補う資金の調達方法を検討します。 

 資金の調達方法について、組合員の意向を確認し、組合員の同
意が得られた方法に応じて、必要な手続きを行います。 

 
 
 

●修繕積立金の不足の原因の確認と対処法の検討を行う 
見積書の金額と長期修繕計画に記載の工事費用に乖離があるときは、その原因を

専門家（施工会社・設計事務所・管理会社）に確認します。また、必要に応じセカ
ンドオピニオンを求めます。 

【修繕積立金が不足する場合の原因と対処法例】 
工事費の総額に対して修繕積立金が不足する場合、その原因にはいくつかのパ

ターンがあります。また、対処法についてもいくつか選択肢がありますので、専
門家と相談しながら、対応を検討しましょう。 

 
  

● 修繕積立金が不足する場合はどのように対処すればよいのだろ
う？ 

● 修繕積立金だけでは賄えない場合は、工事内容の見直しや他の資
金調達方法を検討して、組合員のみなさんに納得し 
てもらえる方法で工事が進められるようにしまし
ょう。 

● 資金の調達方法には、借入の利用や組合員からの一
時金の徴収といった方法があります。 

Ｑ 

Ａ 

STEP ① 

STEP ③ 

STEP ② 

STEP① 解説 
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大規模修繕の手引き 
～マンション管理組合が知っておきたい工事・資金計画のポイント～ 

 
原 因  対処法 

○工事費の増加 
・想定以上に劣化が進行しており、修繕箇

所が多い。 
・工事費（市場価格）が想定より高騰して

いる。 

 ○工事内容の見直し等 
・工事実施時期を先送り（※ 留意点） 
・工事内容の縮小 
・別の施工会社に見積りを依頼し再度工事

費用を確認 
○資金不足 
・現行の長期修繕計画における修繕積立

金額が低すぎる。 
・滞納が多くて予定通り修繕積立金が積

み立てられていない。 

 ○資金の追加調達 
・金融機関から借入 
・修繕積立金の増額 
・組合員から一時金、特別修繕費を徴収 

※工事実施時期を先送りする場合の留意点 
先送りが望ましくないこと：緊急対応工事、先送りすると工事工程の増加（足場設置など）や

劣化進行により将来のメンテナンス費用が増大する工事 など 
先送りしてもよいこと  ：バリューアップ工事、生活上当面支障がない部分の工事 など 

 
●大規模修繕工事に必要な資金の調達方法を検討する 

大規模修繕工事に必要な費用が修繕積立金だけでは賄えない場合、修繕積立金総
額の範囲内に工事内容を縮小することもできますが、適切な時期に必要な工事を行
うことで、マンションが長持ちすることを忘れてはいけません。 

大きな出費を伴う大規模修
繕工事のタイミングで新たな
資金を調達して工事を完遂す
ることは、工事後の暮らしの
快適さ、マンションの資産価
値向上につながるため、他の
資金調達方法も検討すること
が安心につながります。 

■大規模修繕工事の際に不足する資金の調達方法 

組合員からの 
一時金 

・修繕積立金で賄えない費用について、組合員からの一時負担金を徴収する。 
・組合員は自己資金や個人の借入によって準備することが必要になります。

このため、組合員の負担を軽減させるための方策（分割払い（    ペー
ジの「特別修繕費の導入」）やローンのあっせん等）を検討し、組合員の理
解を得ることが必要です。 

管理組合の 
借入 

・修繕積立金で賄えない費用について、管理組合が、住宅金融支援機構や民
間金融機関等から借り入れる。融資には一定の条件があるので、詳しくは
金融機関等に問い合わせる。 

  

https://www.jhf.go.jp/loan/yushi/info/mansionreform/index.html 
（巻末資料もご覧ください） 

住宅金融支援機構の「マンション共用部分リフォーム融資」 

STEP② 解説 

■ 大規模修繕工事費と修繕積立金の比較検討 
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《大規模修繕工事の実施までに時間がある場合》 

修繕積立金 
の見直し 

・長期修繕計画を見直して、修繕積立金の増額を行います。 
・この際、大規模修繕工事後も増額するのかどうかを含め、将来にわたる資

金計画のことも念頭において検討することが必要です。 

特別修繕費 
の導入 

・大規模修繕工事に備えて、一定の期間に限って修繕積立金を増額して徴収
します。 

・このためには、管理規約の変更（特別決議となる）が必要になりますので、
慎重な検討が必要です。 

 
●資金調達方法に関する組合員との合意形成を図る 

大規模修繕工事のための資金計画を決定するには、組合員の合意形成、総会決議
が必要です。それに先だって、理事会において工事内容と資金調達方法を含む資金
計画を確認し、組合員に提示する内容を決めましょう。 

組合員に理解してもらうには、必要な工事であることをわかりやすく示し、資金
計画を数字やグラフなどを用いた具体的な内容で示したり、工事を先送りした場合
のリスクを具体的に示すことも大切です。 

なお、修繕積立金の「額」が管理規約に盛り込まれている場合、修繕積立金の増
減を行おうとすると管理規約の変更を行う必要があるため、総会にて特別決議（区
分所有者数及び議決権の各 4 分の 3 以上の賛成）が必要になるため、注意しましょ
う。 

 
 

 
融資を活用する場合 

【融資条件を満たすための準備】 
金融機関から借入を行う場合、金融機関によって融資条件がいくつかあります。例え

ば､「管理費や修繕積立金の滞納率」､「管理費と修繕積立金の区分経理に関する管理規
約への規定」といったものがありますので、融資を利用する際には、あらかじめ融資条
件を確認し、管理組合側の問題を解決しておくことが必要です。 

【返済を前提にした修繕積立金の確認】 
融資を利用する場合、その返済に今後積み立てる修繕積立金の一部を充てることにな

りますので、修繕積立金の増額の必要性など、長期的な積立計画を検討する必要が出て
きます。 

【住宅金融支援機構のマンション共用部分リフォーム融資】 
融資制度の例として、住宅金融支援機構が提供する大規模修繕工事や耐震改修工事等

を実施する場合に利用できるマンション管理組合向けの融資制度があります。 
（巻末資料もご覧ください） 

  

STEP③ 解説 

コ
ラ
ム
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大規模修繕の手引き 
～マンション管理組合が知っておきたい工事・資金計画のポイント～ 
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長期修繕計画と修繕積立金の見直し 
（1） 長期修繕計画の見直し 

 
 
 

 

  
 
 
 大規模修繕工事で実施した工事内容と工事実施直後の修繕積

立金総額を確認します。 
 国のガイドラインや住宅金融支援機構のマンションライフサ

イクルシミュレーション等を用いて、現行の長期修繕計画の妥
当性や見直しの必要性について検討します。 

 今後の大規模修繕工事（概ね 30 年間）において修繕が必要な
工事項目を専門家に依頼して、長期修繕計画を見直します。 

 
 
 

●長期修繕計画の妥当性や見直しの必要性について検討する 
 
国土交通省の「長期修繕計画作成ガイドライン」のチェックシートを参考に現行

の長期修繕計画の内容や修繕積立金の額をチェックします。 
また、住宅金融支援機構の「マンションライフサイクルシミュレーション」や（公

財）マンション管理センターの「長期修繕計画作成・修繕積立金算出サービス」（有
料）を用いて、現行の長期修繕計画の妥当性や見直しの必要性について検討します。 

 
  

● 大規模修繕工事を終えた後、次の大規模修繕工事を見据えてやっ
ておいたほうがよいことはあるの？ 

● マンションの状態を把握できているこの時点で、長
期修繕計画を見直しておきましょう。 

 

４ 
Ｑ 

Ａ 

STEP ① 

STEP ② 

STEP ③ 

STEP② 解説 STEP③ 解説 
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大規模修繕の手引き 
～マンション管理組合が知っておきたい工事・資金計画のポイント～ 

 
長期修繕計画を見直す際には、次のようなポイントに注意して計画し、それを実

現させるために必要となる修繕積立金額を算定しましょう。 

□ 計画時点における建物の最新の状態を踏まえて計画する 
 （５年程度ごとまたは 7 年以内ごとに建物の調査・診断を行って計画を見直す） 
□ 更新時期が最大の部位・工事を踏まえて、その更新時期よりも長い期間の計

画を立てる 
 （計画期間は 30 年以上で、大規模修繕工事が 2 回含まれる期間以上とする） 
□ 大規模修繕工事に代わる、中規模の修繕工事を大規模修繕工事のスパンより

も短く計画するなど、修繕積立金の積立て状況に合わせた修繕計画の可能性
についても検討する 

□ 施工会社との交渉により工事費を安くできるとの憶測を捨てる 
（逆に、技術革新やインフレ、建築資材コスト高騰等により工事費が高くな

る可能性を含めて考える。） 
□ 将来の管理組合運営のことも考えて計画を立てる 

（今さえ乗り切れればよいではダメ。） 
 

●長期修繕計画の目的、作成と実施面での留意点 
大規模修繕工事直後はマンションが蘇ったように思われるかもしれませんが、資

産価値を維持するためには、定期的なメンテナンスが必要です。必要に応じて建物
及び設備の性能向上を図る改修工事を行うことも望まれます。 

大規模修繕工事を終えた直後は、マンションの状態を把握できている状況にある
ため、専門家の力も借りながら、それまでに作成してある長期修繕計画の内容を確
認するとともに、先送りした工事内容への対応を含めて、“いつ” “どのような”工事
が必要かを整理しておきましょう。 

【留意点】 

□ 大規模修繕工事において、設計監理方式で設計事務所等と契約するような場
合、修繕工事の実施に併せて長期修繕計画の見直しまでを業務範囲としてお
くことも考えられます。 

□ 本手引きでは長期修繕計画の見直しと修繕積立金の見直しを別々に記載し
ていますが、これらの見直しは同時に検討します。 

 
  

STEP③ 解説 

レ�

レ�

レ�
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■国土交通省の「長期修繕計画ガイドライン」の概要 

国土交通省では、マンションにおける長期修繕計画の作成又は見直し及び修繕積
立金の設定に関し、主に管理組合向けに指針を示すことで適切な内容の長期修繕計
画の作成等を促し、大規模修繕工事の円滑な実施を図ることを目的として、「長期修
繕計画標準様式、長期修繕計画作成ガイドライン及び同コメント」（平成 20 年 6
月策定、令和 3 年９月改訂）を作成しています。 

ここでは、ガイドラインに記載されている内容を簡単に紹介します。 
詳しくは、国土交通省のホームページをご確認ください。 

https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk5_000052.html 

 

「長期修繕計画標準様式､長期修繕計画作成ガイドライン及び同コメント」～抜粋～ 
 
 1 ガイドラインの目的  

・マンションにおける長期修繕計画の作成又は見直し及び修繕積立金の設定に関して、基本的な
考え方等と長期修繕計画標準様式を使用しての作成方法を示すことにより、適切な内容の長期
修繕計画の作成及びこれに基づいた修繕積立金の額の設定を促し、マンションの計画修繕工事
の適時適切かつ円滑な実施を図ることを目的としています。 

 2 ガイドラインの概要  
・長期修繕計画に必要な要素（※１）を示したうえで、修繕工事項目（※2）等について様式を設ける

ことで、適切な大規模修繕工事が行われる長期修繕計画の策定を促すものです。 
※1 ①建物・設備の概要、②調査診断の概要、③長期修繕計画の内容（計画期間、修繕項目・周期・

工事費、収支計画等）、④修繕積立金の額など 
※2 修繕工事項目として、屋根防水、床防水、外壁塗装等、給排水設備、立体駐車場設備など 19

項目を列挙 

 3 ガイドラインの利用方法  
・管理組合は、長期修繕計画の見直し及びこれに基づく修繕積立金の額の設定に関する業務を専

門家に委託（管理委託契約に含める場合を含む）する際に、本ガイドラインを参考として依頼
します。また、作成された長期修繕計画の内容を、本ガイドラインを参考としてチェックする
ことができます。 

・長期修繕計画の見直し等の業務を受託した専門家は、その成果物に関して管理組合に説明を行
うことが必要です。また、総会における議決に協力することも望まれます。 

 4 ガイドラインの記載事項  
・長期修繕計画の作成及び修繕積立金の額の設定の目的、手順 
・長期修繕計画の周知、保管 
・長期修繕計画の作成の方法 
・修繕積立金の額の設定方法 
・長期修繕計画の内容及び修繕積立金の額のチェックの方法 
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 5 長期修繕計画の内容及び修繕積立金の額のチェックの方法  
・管理組合は、専門家に依頼して見直した長期修繕計画の内容及び設定した修繕積立金の額を、

標準様式を参考としてチェックすることができます。 

チェック項目 チェックの方法 該当様式 
マンションの建物 
・設備の概要等 標準様式と同様の項目が記載されているか。 様式第１号 

調査・診断の概要 標準様式と同様の項目が記載されているか。 
又は、報告書の概要が添付されているか。 様式第２号 

長期修繕計画の 
作成の考え方 

標準様式と同様の項目と内容が記載されているか。記
載されていないときは理由を確認する。 様式第 3-1 号 

計画期間の設定 30 年以上かつ大規模修繕工事が２回以上含まれる期
間となっているか。 様式第 3-1 号 

推定修繕工事項目 
の設定 

標準様式と同様の項目が設定されているか。 
推定修繕工事費が計上されていない項目があるか。あ
るときは理由を確認する。 

様式第 3-2 号 

修繕周期の設定 周期が適切に設定されているか。 様式第 3-2 号 

推
定
修
繕
工
事
費
の
算
定 

算定方法 標準様式と同様の内訳書があるか。 

様式第 4-3 号 
様式第 4-4 号 

数量計算 
「建築数量積算基準・同解説」（注１）等に準拠して算出
した旨の記載があるか。 

単価 

次の資料等と比較して、大きな差異があったときは理
由を確認する。 
・「マンションの改修工事費に関する調査・研究」の報

告書（注２） 
・積算資料ポケット版マンション修繕編（注３） 

収支計画の検討 計画期間の推定修繕工事費（注４）の累計額より修繕積立
金（注５）の累計額が上回っているか。 

様式第 4-1 号 
様式第 4-2 号 

修繕積立金の額の 
設定 

修繕積立金の額が、長期修繕計画により算出された計
画期間の推定修繕工事費の累計額を基にして算定さ
れているか。 
均等積立方式となっているか。 

様式第５号 

（注） 1)「建築数量積算基準・同解説（平成 29 年版）」／（一財）建築コスト管理システム研究所発行 
2)（一財）建設物価調査会が、社会情勢の変化や工事費価格の変動が見られた場合に適宜調査を行い、

調査結果を公表しています。 
3)（一財）経済調査会が独自の調査結果をまとめ、定期刊行物として発行しています。 
4) 支出としては、推定修繕工事費のほか、実施した計画修繕工事のための借入金がある場合は償還金を

含めます。 
5) 収入としては、修繕積立金のほか、専用庭等の専用使用料や駐車場等の使用料などからの繰入金、修

繕積立金の運用益のほか、分譲時の修繕積立基金や必要に応じて徴収する一時金も含めます。 
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長期修繕計画は定期的に見直しを 

長期修繕計画は、物価や金利の変動、生活様式の変化など時代に応じて変化する不確
定な事項を含んでいるため、例えば、５年程度ごとに調査・診断を行って、その結果に
基づいて見直すことが重要です。 

国土交通省の調査によると、過半数のマンションが「5 年ごとを目安に定期的に見直
している」と回答し、約９割のマンションがいずれかの時期に「見直しを行っている」
と回答しています。 

 

■長期修繕計画の見直し時期 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典）平成 30 年度マンション総合調査（国土交通省） 

 

  

コ
ラ
ム
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（2） 修繕積立金の見直し 

 
 
 

 
 
 
 
 
 長期修繕計画に基づいて今後の修繕積立金の収支見込みを試

算し、修繕積立金の額の妥当性を確認します。 
 必要に応じて現状の修繕積立金の見直しについて専門家と検

討します。 
 月々の修繕積立金額の見直し（必要な場合）、長期修繕計画を

組合員に提案し、同意を得ます。 
 
 
 

●長期修繕計画と修繕積立金の額をチェックしましょう 
修繕積立金の適正な額を簡易に把握するものとして、国土交通省の「マンション

の修繕積立金に関するガイドライン（平成 23 年 4 月発行、令和 3 年 9 月改訂／国
土交通省）」や住宅金融支援機構の「マンションライフサイクルシミュレーション」、
（公財）マンション管理センタ
ーの「長期修繕計画作成・修繕
積立金算出サービス」がありま
すので、これらのツールを活用
して、自身のマンションの適正
な修繕積立金額を把握してみ
ましょう。 

 
 

■「マンションの修繕積立金に
関するガイドライン」では、修
繕積立金の平均額の算出方法
が例示されています。 

 
  

● 長期修繕計画の見直しに併せてやることは何？ 

● 今後積み立てる必要がある修繕積立金の総額を確
認し、積み立て方法を検討する必要があります。 

 

Ｑ 

Ａ 

STEP ① 

STEP ② 

STEP ③ 

 

STEP① 解説 
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■「マンションライフサイクルシミュレーション」で将来にわたる修繕積立金の額がチェックで

きます。 
 ライフサイクルシミュレーションを使用すると、将来の修繕積立金会計の過不足の状況を確認

し、改善方法の例を知ることができます。 
 

① 同規模、同築年数のマンションの今後 40 年間の「修繕積立金の負担額」、「修繕積立金会
計の収支」などを試算します。 

 
  

赤い折れ線で表される収支が
マイナスに！ 

年ごとに不足する修繕積立
金の額を表示 
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② 試算結果により何年か後に修繕積立金会計の収支がマイナスになる場合、不足額について、

修繕積立金の増額及びローン利用を想定した改善シミュレーションを実施することがで
きます。 

【改善シミュレーション結果】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
③ これにより、長期修繕計画の見直し時点で、その後の修繕積立金の増額計画などを検討す

る材料として活用できます。 
 

  

赤い折れ線で表される収支が
全てプラスに改善！ 

修繕積立金の増額提案を表示 
増額方法は「均等積立方式」と「段
階増額積立方式」を選択可能 

修繕積立金の増額とは別に、 
大規模修繕工事ごとに行う借入を提案 
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●修繕積立金の増額等を検討する 

国土交通省のガイドラインやシミュレーションツールを用いてチェックした結果
を踏まえて、必要に応じて修繕積立金の増額や次回の大規模修繕工事時点での一時
金徴収について検討します。 

現状の修繕積立金の積立方法には、次の 2 つの方法があり、ほとんどのマンショ
ンがこのどちらかの方法で積み立てています。 

国土交通省のガイドラインにおいては、将来にわたって安定的な積立てを確保す
る観点から、均等積立方式が望ましいとされています。 
 特 長 留意点 

均等積立方式 

将来にわたり定額負担として設定
するため、将来の増額を組み込んで
おらず、安定的な修繕積立金の積立
てができる。 

修繕資金需要に関係なく均等額の積立
金を徴収するため、段階増額積立方式
に比べ、多額の資金を管理する状況が
生じる。均等積立方式であっても、そ
の後の長期修繕計画の見直しにより増
額が必要になる場合もある。 

段階増額積立 
方式 

修繕資金需要に応じて積立金を徴
収する方式であり、当初の負担額は
小さく、多額の資金の管理の必要性
が均等積立方式と比べて低い。 

将来の負担増を前提としており、計画
どおりに増額しようとする際に組合員
間の合意形成ができず修繕積立金が不
足する場合がある。 

※）平成 30 年度マンション総合調査結果によると、「均等積立方式」が 41.4％、「段階増額積
立方式」が 43.4％となっており、完成年次の新しいマンションほど段階増額積立方式とな
っている割合が多いようです。 

また、修繕積立金の管理方法のひとつとして、「住宅金融支援機構のマンションす
まい･る債」の活用についても検討しましょう。 

【住宅金融支援機構のマンションすまい･る債】 
住宅金融支援機構が提供するマンション管理組合向けの債券「マンションすまい・
る債」は、大規模修繕に向けて最大 10 年間積み立てることができます。 

 
●長期修繕計画と修繕積立金の見直しについて組合員の合意形成を図る 

 
修繕積立金は月ごとに徴収されるため、家計への影響が大きいものです。このた

め、増額等を行う場合は、組合員に対して、その必要性を丁寧にわかりやすく説明
して合意形成を図ることが必要です。 

修繕積立金の増額を提案する場合には、管理費の削減や修繕積立金繰入収入の増
加（  例  有料トランクルームの新設 ）など、組合員の負担軽減策も併せて検討し、一
緒に提案することも検討するとよいでしょう。 

  

STEP② 解説 

STEP③ 解説 
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■国土交通省の「マンション修繕積立金に関するガイドライン」の概要 

国土交通省では、主としてマンションの購入予定者及びマンションの区分所有者・
管理組合向けに、修繕積立金に関する基本的な知識や修繕積立金の額の目安を示し、
修繕積立金に関する理解を深めてもらうとともに、修繕積立金の額の水準について
判断する際の参考材料として活用してもらうことを目的として、「マンションの修
繕積立金に関するガイドライン」（平成 23 年 4 月発行、令和 3 年 9 月改訂）を作
成しています。 

ここでは、ガイドラインに記載されている内容を簡単に紹介します。 
詳しくは、国土交通省のホームページをご確認ください。 

https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk5_000052.html 

 

「マンション修繕積立金に関するガイドライン（令和 3 年 9 月改訂版）」～抜粋～ 
 
 1 ガイドラインの目的  

・主としてマンションの購入予定者及びマンションの区分所有者・管理組合向けに、修繕積立金
に関する基本的な知識や、修繕積立金の額の目安を示し、修繕積立金に関する理解を深めてい
ただくとともに、修繕積立金の額の水準について判断する際の参考材料として活用していただ
くことを目的に作成したもの。 

 2 修繕積立金と長期修繕計画について  
・「修繕積立金」と「長期修繕計画」の必要性や概要について説明されています。 

●修繕積立金 …修繕工事の実施時の区分所有者の負担軽減や資金不足のために必要な修繕
工事が実施できないといった事態を避けるために、将来予想される修繕工事
に要する費用を長期間にわたって計画的に積み立てていくもの。 

●長期修繕計画…将来見込まれる修繕工事の内容、おおよその時期、概算の費用等を盛り込ん
だもの。一定期間ごとに見直していくことが必要で、長期修繕計画の作成方
法やそこに盛り込むべき内容については、国土交通省が作成・公表した「長
期修繕計画標準様式、長期修繕計画作成ガイドライン及び同コメント」に説
明されています。⇒ 詳しくは、巻末資料（8）をご覧ください。 

 ３ 修繕積立金の額の目安について  
・マンションの購入予定者及び区分所有者・管理組合が判断する際の参考になるよう、「修繕積

立金の額の目安」が示されています。ただし、修繕積立金の額は、個々のマンションごとに様々
な要因によって変動し、ばらつきも大きいことから、その「目安」の算出に当たっては、実際
に作成された長期修繕計画（366 事例）を幅広く収集し、その事例の平均値と事例の大部分が
収まるような幅として、長期修繕計画の計画期間全体に必要な修繕工事費の総額を当該期間
で積み立てる場合の専有面積（㎡）あたりの月額単価が示されています。 
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●修繕積立金の額の目安（計画期間全体での修繕積立金の平均額） 

修繕積立金の平均額の算出式 

計画期間全体における修繕積立金の平均額（円／㎡・月） 
＝（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）÷Ｘ÷Ｙ 

Ａ：計画期間当初における修繕積立金の残高（円） 
Ｂ：計画期間全体で集める修繕積立金の総額（円） 
Ｃ：計画期間全体における専用使用料等からの繰入額の総額（円） 
Ｘ：マンションの総専有床面積（㎡） 
Ｙ：長期修繕計画の計画期間（ヶ月） 

 

修繕積立金の平均額の目安 
●計画期間全体における修繕積立金の平均額の目安（機械式駐車場を除く） 

地上階数/建築延床面積 
月額の専有面積当たりの修繕積立金額 

事例の 3 分の 2 が包含される幅 平均値 

20 階未満 

5,000 ㎡未満 235 円～430 円／㎡・月 335 円／㎡・月 
5,000 ㎡以上～ 
10,000 ㎡未満 170 円～320 円／㎡・月 252 円／㎡・月 
10,000 ㎡以上～ 
20,000 ㎡未満 200 円～330 円／㎡・月 271 円／㎡・月 

20,000 ㎡以上 190 円～325 円／㎡・月 255 円／㎡・月 

20 階以上※ 240 円～410 円／㎡・月 338 円／㎡・月 

※超高層マンション（一般に地上 20 階以上）は、外壁等の修繕のための特殊な足場が必要と
なるほか、共用部分の占める割合が高くなる等のため、修繕工事費が増大する傾向にあるこ
とから、【地上 20 階以上】の目安を分けて示しています。 

+ 
機械式駐車場がある場合 

機械式駐車場の１台あたり月額の修繕工事費（下表）×台数 
÷マンションの総専有床面積（㎡） 

機械式駐車場の機種 機械式駐車場の修繕工事費 
（１台当たり月額） 

２段(ピット１段)昇降式 6,450 円/台・月 
３段(ピット２段)昇降式 5,840 円/台・月 

３段(ピット１段)昇降横行式 7,210 円/台・月 
４段(ピット２段)昇降横行式 6,235 円/台・月 

エレベーター方式（垂直循環方式） 4,645 円/台・月 
その他 5,235 円/台・月 

 
専用庭等の専用使用料及び駐車場等の使用料は、それらの管理に要する費用に充当する額
を差し引いた額を、修繕積立金に繰り入れます。 
 

を加算 

注）駐車場の維持管理・修
繕工事費や駐車場使
用料について、管理費
や修繕積立金と区分
して経理している場
合など、機械式駐車場
の修繕工事費を駐車
場使用料収入で賄う
こととする場合には、
加算する必要はあり
ません。 
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大規模修繕の手引き 
～マンション管理組合が知っておきたい工事・資金計画のポイント～ 

 
・マンションの修繕工事費は、建物の形状や規模・立地、仕上げ材や設備の仕様に加え、工事単

価、区分所有者の機能向上に対するニーズ等、様々な要因によって変動するものであり、この
ような修繕工事費をもとに設定される修繕積立金の額の水準も、当然、これらの要因によって
変化する性格のものです。 

・したがって、修繕積立金の額が、本ガイドラインに基づいて算出した修繕積立金の平均額の
幅に収まっていないからといって、その水準が直ちに不適切であると判断されることになる
わけではありません。そのような場合には、長期修繕計画の内容や修繕積立金の設定の考え方、
積立方法等についてチェックすることが大切です。 

 
 
 

 
 

将来に備えて計画的に修繕積立金を積み立てましょう 
分譲当初のマンションでは、最初の負担を小さく抑えるために、戸当たり数十万円の修

繕積立基金を徴収した上で、「段階増額積立方式」としているマンションが多いようです。 
その場合、適切なタイミングで増額しないと、１回目の大規模修繕は問題なく実施でき

ても、２回目の大規模修繕から資金不足になる場合がよくあります。 
マンションが古くなり修繕費がかかるようになってから修繕積立金の値上げを行おう

とすると、組合員も年齢を重ねているため、収入が少なくなった高齢者等の理解を得にく
い状況が生まれます。 

また、修繕積立金の保管と運用についても、利息やペイオフ時の保証などを考慮して、
定期預金、決済性預金、住宅金融支援機構のマンションすまい・る債、積立マンション保
険など、幅広く検討しましょう。 

 
 

 
  

コ
ラ
ム
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（3） マンションライフサイクルシミュレーション 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 シミュレーションに入力する情報（建物、工事、資金等）を準

備します。 
 シミュレーションを実施します（必要に応じて改善シミュレー

ションを実施）。 
 シミュレーション結果を受けて、専門家に確認しながら長期修

繕計画の見直しなどを行います。 
 
 
 

●マンションライフサイクルシミュレーションとは 
マンションライフサイクルシミュレーション～長期修繕ナビ～とは、マンション

の規模や築年数、予定される工事の内容などを入力することで、ご自身がお住まい
のマンションの規模、築年数、工事内容に応じた「平均的な大規模修繕工事費用」
や今後 40 年間の「修繕積立金の負担額」、「修繕積立金会計の収支」などを試算で
きるツールです。 

【画面イメージ】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

● マンションライフサイクルシミュレーションは、どのように使う
のかな？ 

● マンションの情報を入力すると、建物規模、築年数
などに応じたマンションの「平均的な大規模修繕工
事費用」、「修繕積立金の負担額」などを試算するこ
とができます。 

Ｑ 

Ａ 

STEP ① 

STEP ② 

STEP ③ 
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大規模修繕の手引き 
～マンション管理組合が知っておきたい工事・資金計画のポイント～ 

 
【注意点】 

・実際のマンションの大規模修繕工事の実施にあたっては、建物の調査や診断の結
果に基づいて現況に応じた施工箇所や工法を判断し、工事費用を決定しています。 

・一方、シミュレーションにおいて算出される工事費は 、住宅金融支援機構の共
用部分リフォーム融資を利用したマンションが大規模修繕工事で実際に要した
工事費を戸数、階数、平均専有面積、築年数などを変数とした算出式により、個々
のマンションに合わせて補正したものです。 

・個々のマンションの状況の違いにより価格差が生じますし、特に劣化が進んでい
る場合や工事範囲が全面にわたる場合などは、実際の工事費との乖離幅が大きく
なる場合があります。 

・このため、自身のマンションの長期修繕計画の作成にあたっては、シミュレーシ
ョン結果について、専門家に内容をよく確認していただき、セカンドオピニオン
として活用するなど、目安としてご使用ください。 

・試算結果の範囲には、コンサル料、調査・診断、設計、工事監理費用、長期修繕
計画作成費用は含まれていません。 

・本シミュレーションは、将来の物価変動はないものとして算出しています。 
 
●シミュレーションを実施する 
【ご利用について】 

・インターネットが利用できるパソコン等があれば、どなたでも無料で利用できます。 
・30 項目程度の入力で、簡単にシミュレーションが実施できます。 
・会員登録等は一切不要です。 

【準備するもの】 
・マンション管理規約（別表） 
・長期修繕計画 
・修繕積立金会計に関する資料（収支予算書）など 

【使い方】 

１ 基本情報を入力 ２ 現状の試算結果を表示 ３ 改善後の試算結果を表示 

建物、工事、資金に関する情
報を入力します。 
・建物概要 
・大規模修繕工事の実施内容 
・築年数 
・修繕積立金額 など 

次の内容が確認できます。 
 
・大規模修繕工事を計画して

いるマンションの規模、築
年数及び実施する工事内容
に応じた平均的な大規模修
繕工事費用 

・当該工事を実施する場合の
修繕積立金会計の過不足の
状況        など 

収支を改善させた資金計画が
確認できます。 
・修繕積立金の引き上げ提案 
・資金が不足する場合のロー

ン利用提案 
・余剰金を「マンションすま

い・る債」で運用した場合の
受取利息額の提示 

など 

STEP① 解説 STEP② 解説 
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【シミュレーション掲載先ホームページ】 

ご利用にあたっては、次のホームページにアクセスしてください。 
同ホームページにはご利用方法を詳しく説明した「マンションライフサイクルシ

ミュレーション～長期修繕ナビ～の解説書」を掲載しています。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
●シミュレーション結果の有効な使い方 

長期修繕計画の見直しを検討する際に、マンションライフサイクルシミュレーシ
ョンの結果を活用することができます。 

キャッシュフロー表では、修繕工事等による支出と修繕積立金等による収支が修
繕工事項目ごとに表示されますので、これらを参考資料として、専門家とともに長
期修繕計画の見直しの必要性について検討しましょう。 

 
 
 

■キャッシュフロー表（例） 
 
 
 
 
 
 
 
 

また、マンションライフサイクルシミュレーションの結果は、「ア 大規模修繕に
係る工事費の確認」や「イ 修繕積立金の見直し」の際にも活用することができま
す。  

STEP③ 解説 

https://www.jhf.go.jp/simulation_loan/m-simulation/index.html
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大規模修繕の手引き 
～マンション管理組合が知っておきたい工事・資金計画のポイント～ 

 
ア 大規模修繕に係る工事費の確認 

直近の外壁塗装等修繕工事を伴う大規模修繕工事を実施する年に必要となる 
 大規模修繕工事費の総額  及び  各工事項目の工事費  が表示されます。また、同
時に機構融資データにおける工事費分布の四分位値※も指標として表示されます。 

大規模修繕工事の見積書を検証する際の参考資料として活用してみましょう。 
※四分位値：工事費データを金額の低い順に並べたときに全体を均等に四分割する位置の金額 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

イ 修繕積立金の見直し 
今後 40 年間における  現状シミュレーション  の結果と、現状シミュレーショ

ンにおいて修繕積立金残高が赤字となる場合に｢修繕積立金の引上げ｣や｢ローン
利用｣、「一時金の徴収」の実施を想定した  改善シミュレーション  の結果が表示
されます。 

改善シミュレーションの結果に近づけることができるよう、必要に応じて、修
繕積立金の見直しを検討しましょう。 

 
 

■収支計画グラフ（例） 
 
 

  

②推計工事費単価 
総額単価：①の金額をマンションの戸数で

除した戸当たりの工事費 
各工事項目の工事費単価：工事項目によ

り、戸当たり単価、㎡単価、台数単価
で表示されます 

①推計工事費 
入力された情報に基づき算出した直
近の大規模修繕工事の工事費の総額
（税抜）又は各工事項目の工事費 

③価格帯 
住宅金融支援機構の共用部分リフォーム融資を
利用したマンションの大規模修繕工事費データ
に基づいた工事費の総額（税抜）又は各工事項目
の工事費（税抜）の四分位値※を参考に表示 
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大規模修繕の手引き 
～マンション管理組合が知っておきたい工事・資金計画のポイント～ 

大規模修繕工事の事例 
（1） 事例の読み方･活用の仕方 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

●事例の読み方と活用方法例 
次ページから実際に大規模修繕工事を行ったマンションの事例を紹介しています。 
各事例では、次の項目について、整理しています。 

・マンションデータ 
・実施体制（管理組合内部、パートナー、施工会社の選定方法） 
・大規模修繕工事の内容 
・資金計画 
・長期修繕計画 
・大規模修繕工事を終えて 
 
ご自身のマンションで大規模修繕工事を検討する際の参考としてください。 
 

  

● 具体的な大規模修繕工事の進め方・内容がイメージできるものは
ある？ 

● 実際に大規模修繕工事を行ったマンションの事例を紹介します。 
● マンションの状態は千差万別ですが、大規模修繕工

事を実施する際に苦労した点、上手くいった点など
工事を行った管理組合の生の声も掲載しています。 

 

Ｑ 

Ａ 

５ 
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（2） 事例紹介 

◆ 事例① ＫＰマンション    （146 戸、1972 年築、鉄骨鉄筋コンクリート造） 
 

大規模修繕工事の架設足場費用を節約するなど、耐震改修工
事との同時実施のメリットを活かすことで、オートロック化、
宅配ボックス設置などの改良工事を実施したマンション 

 
《マンションデータ》 

所在地 東京都世田谷区 建築年 1972 年 
敷地面積 約 2,350 ㎡ 延床面積 約 8,880 ㎡ 
構造 鉄骨鉄筋コンクリート造 
階数 13 階 戸数 146 戸 

検討期間 約 2 年間 工事期間 2018 年 12 月～ 
2020 年 1 月 

工事費用の概要 修繕積立金、マンション共用部分リフォーム融資、行政の補助金
（耐震改修工事部分）を活用 

 
 ■ 実施体制  
【管理組合内部】 

○財務・修繕委員会担当、耐震改修工事推進担当、大規模修繕推進担当を理事が引
き受け、理事会のもとで大規模修繕工事の検討を行った。 

○担当理事には、一級建築士や金融に明るい方が存在した。 
【パートナー】 

○施工会社 
○設計事務所（耐震改修工事がメインであることから、大規模修繕工事が埋没して

しまうのではないかという懸念が生じたため） 
【施工会社の選定方法】 

○見積もり合わせ方式（耐震改修工事と同じ施工会社による責任施工方式） 
 
 ■ 第２回大規模修繕工事の内容  
【主な修繕箇所】 

○屋根防水、床防水、外部塗装、鉄部塗装、外構・附属施設、仮設等 
○改良工事（オートロック化、宅配ボックス設置、エレベーター内装工事、エント

ランス改修等） 
○耐震改修（制震ブレース工法）  
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大規模修繕の手引き 
～マンション管理組合が知っておきたい工事・資金計画のポイント～ 

 
 
 
 
 
 

【オートロック化、宅配ボックス設置、エントランス改装】   【耐震改修（制震ブレース工法）】 

 ■ 資金計画  
○大規模修繕工事の費用は修繕積立金のみで賄える状況であったが、耐震改修工事

の費用が多額だったため、修繕積立金や住宅金融支援機構の融資に加え、耐震改
修工事部分について世田谷区の補助金を活用した。 

○管理規約を改正し、管理費として徴収していたものの一部を修繕積立金として徴
収し、併せて修繕積立金の増額を行った。耐震改修工事を行うには増額が必要で
あったことから組合員の理解が得られた。 

 
 ■ 長期修繕計画  

○融資金の返済を踏まえた長期修繕計画の見直しを行う予定。 
 

大規模修繕工事を終えて 

【組合員の利益を一番に！】 
とにかく、組合員の利益になるのかという点を最重視しました。そのた

め、理事が依拠すべき判断基準も「多くの組合員の利益」であるという運営指針の
もと理事会として活動しました。工事開始までの組合員の要望や工事開始後の仕様
変更などあるかと思いますが、「多くの組合員の利益」かどうかで判断して施工会
社と協議をすれば、組合員の納得感は高まると思います。 

【全組合員との情報の共有が大切！】 
工事期間中の理事会は、全組合員との情報の共有を優先すべき責務の一つと考え、

工事の進捗状況、施工会社・監理会社・管理組合間の協議内容、生じている問題点、
居住者からの要望などを逐次、議事録やお知らせの掲示・配布を通してできるだけ
正確に組合員へ伝えることに努めました。工事期間中、日常生活への大きな負担が
強いられる中、耐震改修工事・大規模修繕工事の主体が組合員全員であるとの認識
を共有して貰いたいとの狙いもあったと思います。 

【信頼できる第三者の関与も重要！】 
施工監理を設計事務所に依頼したことでチェック機能が働き、安心につながりま

した。また、実数精算をした結果、用意していた工事予備費が不要
になりました。信頼できる第三者を見つけることも大規模修繕を
適切に実施するために、役に立つことではないかと思います。 
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◆ 事例② ＥＮマンション    （68 戸、1980 年築、鉄骨鉄筋コンクリート造） 

 
長年の自主管理によって蓄積された知見の理事会での共有
や、住民間のコミュニケーションづくりによって、円滑な大
規模修繕工事、耐震改修工事を実施したマンション 

 
《マンションデータ》 

所在地 東京都墨田区 建築年 1980 年 
敷地面積 約 1,340 ㎡ 延床面積 約 3,780 ㎡ 
構造 鉄骨鉄筋コンクリート造 
階数 8 階 戸数 68 戸 

検討期間 
長期修繕計画から 
１年ずらして実施 工事期間 

2018 年 10 月～ 
2019 年 8 月 

工事費用の概要 修繕積立金、マンション共用部分リフォーム融資、耐震改修助成
金、行政の助成制度（利子補給）を活用 

 
 ■ 実施体制  
【管理組合内部】 

○理事会と修繕委員（理事会半数、有志半数）の実施体制で検討を行った。 
○不動産鑑定士、マンション管理士、工務店経営者、金融に明るい方などが存在し

たため、修繕委員会による大規模修繕工事の実施が上手くいった。 
【パートナー】 

○施工会社 
○管理会社（大規模修繕工事には直接関与していないものの、LED 化の省エネ助成

など、助成金の活用にあたって、情報の収集や、日中理事が動けない際のフォロ
ーをしてくれた） 

【施工会社の選定方法】 
○共通仕様書を作成しての見積もり合わせ方式。耐震改修工事に関して１社が独自

の仕様書にもとづく見積書を提出したため、比較が難しい面もあったが、安全性、
外観、価格等の総合評価を行って、施工会社を選定した。 

○そのうえで、管理組合が施工会社と直接契約する責任施工方式を選択した。 
 
 ■ 第２回大規模修繕工事の内容  
【主な修繕箇所】 

○屋上防水、共用床防水、外壁塗装、鉄部塗装、その他設備（共用部の電灯の LED
化、専用庭、フェンスの改修等）等 

○耐震改修  
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大規模修繕の手引き 
～マンション管理組合が知っておきたい工事・資金計画のポイント～ 

 
 
 
 
 
 
 
 

【外観（外壁塗装、耐震改修）】 

 ■ 資金計画  
○住宅金融支援機構による融資を１年前から相談する中で、修繕積立金を一部使っ

ても、10 年後には第４回大規模修繕工事を実施できる残高になるという修繕積
立金の状況であったため、修繕積立金の増額や一時金の徴収は行っていない。 

○耐震改修工事部分について東京都の耐震改修助成金が活用できた。また、助成制
度（利子補給）が活用できたため、実質無利子での融資となったことも後押しと
なった。 

 
 ■ 長期修繕計画  

○次回の大規模修繕工事は修繕積立金の蓄積で賄う予定であるため、長期修繕計画
の見直しは行っていないが、設備の不具合等によっては今後見直す可能性はある。 

 
 

大規模修繕工事を終えて 

【理事会の活動に対して組合員から信頼を得ることが大切です】 
理事会への組合員の信頼があったことが合意形成につながったと思いま

す。自主管理でやってきた期間が長いという特殊性があり、竣工時からの理事たち
が持っている大規模修繕に関する様々な知見を共有するために、理事会の定足数の
半数を竣工時からの理事、もう半数を輪番制としてきました。最近では輪番制に若
い世代の方を組み入れていく努力をしています。 

また、理事会の活動を詳細な議事録で組合員に伝えることも信頼につながると思
います。 

【日頃からの住民間のコミュニケーションが一致団結につながります】 
組合員が一致団結できるように日頃から、住民間でのコミュニケーションが取れ

る試み（バーベキュー、餅つき、防災活動など）を行っていること
もスムーズな合意形成につながったと思います。 
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◆ 事例③ ＳＲマンション       （48 戸、1972 年築、鉄筋コンクリート造） 

 
自主管理。複数の専門家をパートナーに起用することで、適
切な長期修繕計画の策定、管理規約の改正等を行いながら、
屋上や排水管からの漏水を防ぐ大規模修繕工事、耐震改修工
事を実施したマンション 

 
《マンションデータ》 

所在地 東京都新宿区 建築年 1972 年 
敷地面積 約 803 ㎡ 延床面積 約 1,620 ㎡ 
構造 鉄筋コンクリート造 
階数 5 階 戸数 48 戸 

検討期間 
1 期：約 1 年半 

工事期間 

1 期：2015 年 10 月～ 
2016 年 2 月 

2 期：約 1 年半 
2 期：2017 年 10 月～ 

2018 年 3 月 
工事費用の概要 修繕積立金、マンション共用部分リフォーム融資、行政の補助金

を活用 
 
 ■ 実施体制  
【管理組合内部】 

○理事会（４人）と修繕委員（３人）の実施体制で検討を行った。修繕委員のうち、
２人は理事の任期満了に伴い委員に就任、１人は区分所有者から公募した。 

○特段、専門知識を有する区分所有者は存在しなかった。 
【パートナー】 

○施工会社 
○一級建築士（耐震診断や基本計画などを進めたほか、設計、施工監理を実施） 
○マンション管理士（古かった管理規約を標準管理規約に準拠する形に変更し、一

括だった管理費を管理費と修繕積立金とに区分経理する方式とした） 
【施工会社の選定方法】 

○公募による見積もり合わせ方式（ヒアリングを行い選定） 
 
 ■ 第 1 回、第２回大規模修繕工事の内容  
【主な修繕箇所】 

○屋根防水、給水設備、排水設備（スラブ下配管をスラブ上とする排水管の更新）、
鉄部塗装、外構・附属施設 

○耐震改修  
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大規模修繕の手引き 
～マンション管理組合が知っておきたい工事・資金計画のポイント～ 

 
 
 
 
 
 
 

【排水管の更新】               【構造スリットの施工】 

 ■ 資金計画  
○１期は修繕積立金で賄えたが、２期では不足。管理規約を改正し、借入の要件で

ある区分経理としたうえで、修繕積立金を含む管理費 6,000 円から、管理費を
500 円（役員免除組合員より管理協力金 4,000 円を別途徴収）、修繕積立金を
12,500 円とする見直しを行った。 

○耐震改修工事部分は行政の補助金を活用した。また、一級建築士の勧めもあり、
融資に関しては住宅金融支援機構を選んだ。 

 
 ■ 長期修繕計画  

○新たな大規模修繕工事実施のため、長期修繕計画の見直しを検討中。 
 
 
 

大規模修繕工事を終えて 

【大規模修繕工事を実施して本当によかった！】 
大規模修繕工事検討のきっかけは屋上からの雨漏りと、スラブ下の排水

管の漏水事故へ対処する必要があったためでした。資金繰りには苦労しましたが、
地震対策ができたこと、専有部分であった排水管を全部更新できたことで漏水に対
するストレスがなくなり、大きな安心感が生まれました。容積率を使い切っており、
資金面で建替えが困難なので、適切な修繕は建物の延命に必須です。 

また、一級建築士の先生に工事監理だけでなく、組合員への説明をしていただい
たのは本当に助かりました。信頼できる専門家がいるとよいですね。 

【外国在住の組合員への対応、外国人の賃借人への対応に苦労しました】 
外国在住の組合員がいる場合は、早め早めに連絡を取った方がよいと思います。

国内に代理人がいればもう少し楽であったと思います。 
また、東南アジアの賃借人の方が多いため、英語による説明も通

じないことが多く、工事に関する周知には難儀しました。複数の言
語による周知が効果的だと思います。 
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《巻末資料》 
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■ 総合的な情報 
 
（1）マンション管理・再生ポータルサイト      ＜国土交通省＞ 

https://2021mansionkan-web.com/ 

マンション管理やマンション再生に関するお役立ち情報などがまとめられたポータルサイト。
マンション管理関係資料のダウンロードや、関係法令改正・マンション管理に関する動画が視
聴可能。 
 

（2）マンション管理について            ＜国土交通省＞ 
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk5_000052.html 

マンションの管理の適正化の推進に関する法律（平成 12 年法律第 149 号）をはじめとした政
省令、マンション標準管理規約、各種ガイドラインやリーフレットを掲載している。 
 
 

■ 国・地方公共団体等の助成制度 
 
（3）地方公共団体の補助制度   ＜（公財）マンション管理センター＞ 

https://www.mankan.or.jp/08_reformloan/publicsupport.html 

全国の都道府県・政令指定都市等が実施している、マンションの大規模修繕等に対する補助制
度を紹介しているサイト。 
 

（4）マンションストック長寿命化等モデル事業    ＜国土交通省＞ 
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_fr5_000037.html 

マンションの長寿命化に向けた事業前の立ち上げ準備と工事実施に対する補助事業。 
 

（5）優良建築物等整備事業（既存ストック再生型）  ＜国土交通省＞ 
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk5_000080.html 

老朽化したマンション等において、一定のバリアフリー改修、省エネ改修等を行う事業に対す
る補助制度。 
 

（6）マンション共用部分リフォーム融資  ＜（独）住宅金融支援機構＞ 
https://www.jhf.go.jp/loan/yushi/info/mansionreform/index.html 

マンション共用部分のリフォーム工事や耐震改修工事を行う際に工事費用を住宅金融支援機構
が融資する制度。  
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（7）マンションすまい･る債       ＜（独）住宅金融支援機構＞ 
https://www.jhf.go.jp/loan/kanri/smile/index.html 

大規模修繕工事に向けて最大 10 年間積み立てられる、マンション管理組合のための債券。 
 
 

■ 長期修繕計画・修繕積立金に関するガイドライン 
 
（8）長期修繕計画標準様式、長期修繕計画作成ガイドライン及び同コメント 

（令和 3 年 9 月改訂）             ＜国土交通省＞ 
https://www.mlit.go.jp/common/001172730.pdf 

長期修繕計画及び修繕積立金額の設定等について区分所有者間で合意形成を行いやすくするた
め、長期修繕計画を作成・見直しするための基本的な考え方と長期修繕計画標準様式を使用し
ての作成方法が示されている。 
 

（9）マンション修繕積立金に関するガイドライン 
（令和 3 年 9 月改訂）             ＜国土交通省＞ 

https://www.mlit.go.jp/common/001080837.pdf 

修繕積立金に関する理解を深め、修繕積立金の額の水準について判断する際の参考資料として、
マンション管理組合や購入予定者向けに修繕積立金に関する基本的な知識や、修繕積立金の額
の目安が示されている。 
 

（10）マンションライフサイクルシミュレーション 
＜（独）住宅金融支援機構＞ 

https://www.jhf.go.jp/simulation_loan/m-simulation/index.html 

建物規模、築年数などに応じたマンションの「平均的な大規模修繕工事費用」、今後 40 年間の
「修繕積立金の負担額」「修繕積立金会計の収支」などが試算可能。 
 

（11）長期修繕計画作成・修繕積立金算出サービス 
＜（公財）マンション管理センター＞ 

https://www.mankan.or.jp/07_skillsupport/skillsupport.html 

管理組合から提出されたデータを基に、標準様式に沿った概略の長期修繕計画の作成とこれに
基づく修繕積立金の額を算定するサービス 

 



特 ⾧

１

特 ⾧

2

特 ⾧

3

特 ⾧

4

利付10年債で、毎年１回（２月予定）定期的に利息をお支払
お支払する利息は毎年段階的に増加します。

１口50万円から購入可能で、最大10回継続購入して積立可能
１口を50万円として、複数口購入することができます。同一口数であれば、
１回以上最大10回（毎年１回）継続購入して積み立てることができます。

中途換金時に手数料はかかりません。
初回債券発行日から１年以上経過すれば、手数料なしで、修繕工事等のために、
１口単位（50万円）で中途換金が可能です。また、中途換金時には、購入金額
（元本）に所定の利息を加えた金額をお支払します。

機構が国の認可を受けて発行している債券

マンションすまい・る債の特⾧

マンション管理組合さまへの特典

特 典

１
特 典

2

マンション共用部分リフォーム融資の融資金利を年０.２％引下げ
マンション管理組合が機構の「マンション共用部分リフォーム融資」をご利用される際、
積立てを行っていないマンション管理組合に比べ、融資金利を年０.２％引き下げます。

マンション共用部分リフォーム融資の保証料を２割程度割引き
（（公財）マンション管理センターに保証委託する場合）

マンションすまい・る債を購入されたマンション管理組合さまは、次の特典をご利用いただ
けます。特典は、初回の購入時から債券の残高がなくなるまでご利用いただけます。

「マンションライフサイクルシミュレーション～⾧期修繕ナビ～」
「マンションすまい・る債」
「マンション共用部分リフォーム融資」
の詳しい情報は動画 も併せてご覧ください

お問合せ先 （受付時間:平日9:00～17:00）
住宅金融支援機構
お客さまコールセンター 住宅債券専用ダイヤル ☎0120-0860-23

の概要
商品の詳細については機構HPも併せてご覧ください。

特 ⾧

５

2023年５月

マンション管理計画認定の取得により、債券の利率を上乗せします。



※機構が承認した保証機関（（公財）マンション管理センター）の保証を受けることが必要です。

※借入申込み時点で返済額が確定しますので、返済計画が立てやすく、マンション管理組合の合意がし
やすくなります。

※耐震改修工事、浸水対策工事又は省エネルギー対策工事と同時に行う大規模修繕工事についても金利
引下げを適用します。

※「建築物における電気設備の浸水対策ガイドライン（令和2年6月(国土交通省・経済産業省)）」に規
定された浸水対策工事のうち、機構が定める工事（止水板又は防水扉の設置等）を行うものが対象と
なります。

※次の①から⑧までのいずれかの工事を行う場合は返済期間を11年以上20年以内とすることができます。
①耐震改修工事、②浸水対策工事、③省エネルギー対策工事、④給排水管取替工事、
⑤玄関又はサッシ取替工事、⑥エレベーター取替又は新設工事、⑦アスベスト対策工事、
⑧機械式駐車場解体工事

法人格の有無を問いません（法人格のない管理組合も申込みできます。）。

担保は不要です。

全期間固定金利です。

耐震改修工事、浸水対策工事又は省エネルギー対策工事を行うことにより、
融資金利を年0.2%引き下げます。

マンションすまい・る債の積立により、融資金利を年0.2%引き下げます。

返済期間は１年～10年（年単位）です。

マンション共用部分リフォーム融資の特⾧

の概要

北海道 北海道支店 まちづくり業務グループ
☎011-261-8305

青森県・岩手県・宮城県・秋田県・山形県・福島県 東北支店 まちづくり業務グループ
☎022-227-5036

栃木県・群馬県・新潟県・⾧野県・東京都・神奈川県
茨城県・埼玉県・千葉県・山梨県・静岡県

マンション・まちづくり支援部
マンション・まちづくり融資グループ
☎03-5800-9366

岐阜県・愛知県・三重県 東海支店 まちづくり業務グループ
☎052-971-6903

滋賀県・京都府・大阪府・兵庫県・奈良県・和歌山県
富山県・石川県・福井県・徳島県・香川県・愛媛県・高知県

近畿支店 まちづくり業務グループ
☎06-6281-9266

鳥取県・島根県・岡山県・広島県・山口県 中国支店 まちづくり業務グループ
☎082-221-8653

福岡県・佐賀県・⾧崎県・熊本県・大分県・宮崎県・鹿児島県 九州支店 まちづくり業務グループ
☎092-233-1509

お問合せ先 （受付時間:平日9:00～17:00）

商品の詳細については機構HPも併せてご覧ください。

マンション管理計画認定の取得により、融資金利を年0.2%引き下げます。
※「マンションの管理の適正化の推進に関する法律（平成１２年法律第１４９号）」に定める管理計画
を作成し、都道府県等の⾧の認定を受けていることが必要です。

2023年５月
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લͷۀࣄͷऴྃͷ࣌ʹ͓͚Δमસੵཱۚͷ�ϲ݄Ҏ্ͷೲֹ͕
શମͷ�ׂҎͰ͋Δ

ཧ߹ͷࡒɾཧʹؔ͢Δใͷॻ໘ͷަʢి࣓తఏڙՄʣʹ ͍ͭͯ
ఆΊΒΕ͍ͯΔ

˔�ཧ߹ͷһͷ୲͍खෆ

˔�ିԽɾۭ Խށॅ͖

ཧ্ͷ࣋ͷҡݐ˙
˔�֎นͷണམɺమے࿐ग़ɾ৯

Խٺഉਫͷڅ�˔

దਖ਼ͳҡ࣋ཧ͕ߦΘΕͳ͘ͳͬͨϚϯγϣϯͷྫ

ॅΈྑ͍ϚϯγϣϯΛҡͯ࣋͠ ͍͘ ͨΊʹɺ͔ࠒΒཧ߹Λத৺ʹܭըతͳཧద࣌దͳमસɺॅ ຽಉ࢜ͷ͠߹͍

Λܧଓͯ͠ ͜͏ߦ ͱ͕ॏཁͰ ɻ͢·ͨɺকདྷ๚ΕΔϚϯγϣϯͷݐସ͑ʹඋ͑ɺ࠶ੜํ๏ʹ͍ͭͯͯ͑ߟ ͓͘ ͱ͜ඞཁͰ ɻ͢

˙దͳཧ͕ߦΘΕ͍ͯΔϚϯγϣϯɺͦ ͷཧܭը͕Ұఆͷج४Λຬͨ͢߹ʹɺํ

Ϛϯγϣϯͱͯ͠ೝఆΛड͚Δ͜ͱ͕Ͱ͖·͢˞̍ɻͭ࣋ըΛܭମ͔Βదͳཧஂڞެ

˙ཧ߹ํެஂڞମͷਃલʹɺϚϯγϣϯͷཧͷઐՈͰ͋ΔϚϯγϣϯཧ࢜˞�

ͷࣄલ֬ೝΛड͚Δ͜ͱͰɺΑΓεϜʔζͳೝఆͷऔಘ͕ظ͞Ε·͢ɻʢਤͷᶃʙᶅͷखଓ͖ʣ

ͳ͓ɺࣄલ֬ೝΦϯϥΠϯͰͷखଓ͖Λ༧ఆͯ͠ ͓Γɺೝఆਃॻͷࣗಈ࡞ͳͲͷػΛ

ઃ͚Δ͜ͱͱͯ͠ ͍·͢ɻ

ɺ͜͠ܞධՁαʔϏε˞�ͱ࿈گલ֬ೝΛར༻͢Δ߹ɺଞͷϚϯγϣϯཧঢ়ࣄ˙ ΕΒͷධ

ՁαʔϏεͱҰॹʹਃΛ͜͏ߦͱͰ͖·͢ɻ

˞�ɹೝఆ੍ͷ׆༻ʹɺ͓ ॅ·͍ͷҬͷํެஂڞମʹ͓͍ͯཧదਖ਼Խਪਐܭը͕࡞͞Ε͍ͯΔඞཁ͕͋Γ·͢ɻ

ɹɹɹͳ͓ɺཧదਖ਼ԽਪਐܭըɺࠃͷఆΊΔجຊํʹ͖ͮجํެஂڞମ͕ҙͰఆΊΔͷͰ͢ɻ

˞�ɹʢެࡒʣϚϯγϣϯཧηϯλʔ͕࣮͢ࢪΔɺࣄલ֬ೝʹ͔͔ΔߨशΛड͚ͨϚϯγϣϯཧ͕࢜ରͱͳΓ·͢ɻ
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˞νΣοΫ߲ɺࠃަ௨ল͕ఆΊΔཧܭըೝఆ੍ͷೝఆج४Ͱ͢ɻ

ɹೝఆ͢Δ۠ࢢʹ͓͍ͯಠࣗͷج४ΛՃͯ͠ఆΊ͍ͯΔ߹͕͋Γ·͢ɻ
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͓ॅ·͍ͷϚϯγϣϯదਖ਼ͳҡ࣋ཧ͕Ͱ͖͍ͯ·͔͢ʁɹɹνΣοΫϦετͰ֬ೝͯ͠Έ·͠ΐ͏

˙ཧ߹ͷӡӦ্ͷ

ཧऀ͕ఆΊΒΕ͍ͯΔ

બ͞Ε͍ͯΔ͕ࣄ

ूձ͕�ճҎ্։͞࠵Ε͍ͯΔ

ཧن͕࡞͞Ε͍ͯΔ

ͷઐ༗෦ͷཱͪೖΓɺमસͷཤྺใͷ࣌ཧ্ඞཁͳ࣌ٸۓͷࡂ
ཧʹ͍ͭͯఆΊΒΕ͍ͯΔ

ظमસܭըͷ࡞·ͨݟ͕͠�ҎʹߦΘΕ͍ͯΔ

ʮظमસܭըඪ४༷ࣜʯʹ ४࡞͠ڌ͞Εɺظमસܭըͷ༰ٴͼ͜Εʹ͖ͮج
ఆ͞Εͨमસੵֹཱۚʹ͍ͭͯूձʹܾͯٞ͞Ε͍ͯΔࢉ

��Ҏ্Ͱɺ͔͕ؒظըܭ ͭɺଘؒظʹେنमસ͕ࣄ�ճҎ্ؚ·ΕΔ
ઃఆͰ͋Δ

কདྷͷҰ࣌తͳमસੵཱۚͷऩΛ༧ఆ͍ͯ͠ͳ͍

ըͱͳ͍ͬͯΔܭͷͳ͍ߴऴʹ͓͍ͯɺआೖۚͷ࠷ͷؒظըܭ

߹һ໊ɺ໊ऀॅډΛඋ͑ɺ�ʹ�ճҎ্༰ͷ֬ೝΛ͍ͯͬߦΔ

ஶֹ͕͘͠ۉఆ͞ΕͨमસੵཱۚͷฏࢉશମͰͷमસੵཱۚͷ૯ֹ͔Βؒظըܭ
ֹͰͳ͍

ཧඅٴͼमસੵཱۚʹ͍ͭͯ໌֬ʹ۠ͯ͠ܦཧ͕ߦΘΕ͍ͯΔ

मસੵཱۚձ͔ܭΒଞͷձܭͷॆ͕͞Ε͍ͯͳ͍

લͷۀࣄͷऴྃͷ࣌ʹ͓͚Δमસੵཱۚͷ�ϲ݄Ҏ্ͷೲֹ͕
શମͷ�ׂҎͰ͋Δ

ཧ߹ͷࡒɾཧʹؔ͢Δใͷॻ໘ͷަʢి࣓తఏڙՄʣʹ ͍ͭͯ
ఆΊΒΕ͍ͯΔ

˔�ཧ߹ͷһͷ୲͍खෆ

˔�ିԽɾۭ Խށॅ͖

ཧ্ͷ࣋ͷҡݐ˙
˔�֎นͷണམɺమے࿐ग़ɾ৯

Խٺഉਫͷڅ�˔

దਖ਼ͳҡ࣋ཧ͕ߦΘΕͳ͘ͳͬͨϚϯγϣϯͷྫ

ॅΈྑ͍ϚϯγϣϯΛҡͯ࣋͠ ͍͘ ͨΊʹɺ͔ࠒΒཧ߹Λத৺ʹܭըతͳཧద࣌దͳमસɺॅ ຽಉ࢜ͷ͠߹͍

Λܧଓͯ͠ ͜͏ߦ ͱ͕ॏཁͰ ɻ͢·ͨɺকདྷ๚ΕΔϚϯγϣϯͷݐସ͑ʹඋ͑ɺ࠶ੜํ๏ʹ͍ͭͯͯ͑ߟ ͓͘ ͱ͜ඞཁͰ ɻ͢

˙దͳཧ͕ߦΘΕ͍ͯΔϚϯγϣϯɺͦ ͷཧܭը͕Ұఆͷج४Λຬͨ͢߹ʹɺํ

Ϛϯγϣϯͱͯ͠ೝఆΛड͚Δ͜ͱ͕Ͱ͖·͢˞̍ɻͭ࣋ըΛܭମ͔Βదͳཧஂڞެ

˙ཧ߹ํެஂڞମͷਃલʹɺϚϯγϣϯͷཧͷઐՈͰ͋ΔϚϯγϣϯཧ࢜˞�

ͷࣄલ֬ೝΛड͚Δ͜ͱͰɺΑΓεϜʔζͳೝఆͷऔಘ͕ظ͞Ε·͢ɻʢਤͷᶃʙᶅͷखଓ͖ʣ

ͳ͓ɺࣄલ֬ೝΦϯϥΠϯͰͷखଓ͖Λ༧ఆͯ͠ ͓Γɺೝఆਃॻͷࣗಈ࡞ͳͲͷػΛ

ઃ͚Δ͜ͱͱͯ͠ ͍·͢ɻ

ɺ͜͠ܞධՁαʔϏε˞�ͱ࿈گલ֬ೝΛར༻͢Δ߹ɺଞͷϚϯγϣϯཧঢ়ࣄ˙ ΕΒͷධ

ՁαʔϏεͱҰॹʹਃΛ͜͏ߦͱͰ͖·͢ɻ

˞�ɹೝఆ੍ͷ׆༻ʹɺ͓ ॅ·͍ͷҬͷํެஂڞମʹ͓͍ͯཧదਖ਼Խਪਐܭը͕࡞͞Ε͍ͯΔඞཁ͕͋Γ·͢ɻ

ɹɹɹͳ͓ɺཧదਖ਼ԽਪਐܭըɺࠃͷఆΊΔجຊํʹ͖ͮجํެஂڞମ͕ҙͰఆΊΔͷͰ͢ɻ

˞�ɹʢެࡒʣϚϯγϣϯཧηϯλʔ͕࣮͢ࢪΔɺࣄલ֬ೝʹ͔͔ΔߨशΛड͚ͨϚϯγϣϯཧ͕࢜ରͱͳΓ·͢ɻ

˞�ɹϚϯγϣϯཧదਖ਼ධՁ੍ʢҰࣾʣϚϯγϣϯཧڠۀձ͕ɺϚϯγϣϯཧదਖ਼ԽஅαʔϏεʢҰࣾʣຊϚϯγϣϯཧ࢜ձ࿈߹ձ͕ఏ͢ڙΔϚϯγϣϯཧͷධՁ੍Ͱ͢ɻ

˞�ɹೝఆΛड͚ͨϚϯγϣϯʹ͍ͭͯʢެࡒʣϚϯγϣϯཧηϯλʔͷ)1Ͱެද͢Δ͜ͱΛ༧ఆ͍ͯ͠·͢ɻ

˞νΣοΫ߲ɺࠃަ௨ল͕ఆΊΔཧܭըೝఆ੍ͷೝఆج४Ͱ͢ɻ

ɹೝఆ͢Δ۠ࢢʹ͓͍ͯಠࣗͷج४ΛՃͯ͠ఆΊ͍ͯΔ߹͕͋Γ·͢ɻ

৽ங ิमݕΛ͍ߦɺ
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˞ɹɹվਖ਼๏ͷશ໘ߦࢪ�����݄Λ్ʹߦΘΕ·͢ɻ

˞�ɹϚϯγϣϯͷཧͷదਖ਼Խͷਪਐʹؔ͢Δ๏

˞�ɹϚϯγϣϯͷݐସ͑ͷԁԽʹؔ͢Δ๏

আ٫ͷඞཁੑʹΔೝఆΛड͚ͯݐସ͑Λͨͬߦ߹ɺݐସ͑ޙͷϚϯγϣϯʹ͍ͭͯɺ༰ੵͷ؇ͷಛྫΛड͚Β

Ε·͢ɻ༰ੵͷ؇ʹΑΓੜͨ͡༨ͷॅށΛച٫͢Δ ͱ͜Ͱɺݐସ͑ʹඞཁͳඅ༻ͷҰ෦ʹॆͯΔ ͱ͕͜ՄͰ͢ɻ

͜Ε·Ͱɺੑ͕ෆ͢ΔϚϯγϣϯʹͷΈೝΊΒΕ͍ͯ·͕ͨ͠ɺՐࡂʹର͢Δ҆શੑ͕ෆ͢ΔϚϯγϣϯ৽

ͨʹద༻͞Ε·͢ɻ

ެӹஂࡒ๏ਓϚϯγϣϯཧηϯλʔ

͜ͷϦʔϑϨοτͰ͝հ͖͠Ε

ͳ͔ͬͨใ͍ͯ͠ࡌܝ·͢ɻ

ʲ౦ژຊ෦ʳ

ʲେࢧࡕ෦ʳ

ʓཧ߹ӡӦɺཧنͷ͝૬ஊ

ʓݐɾઃඋͷҡ࣋ཧͷ͝૬ஊ

ʓϚϯγϣϯͷదਖ਼ͳཧʹ͍ͭͯͷ͝૬ஊ

03-3222-1517
03-3222-1519

06-4706-7560

Ϛϯγϣϯཧɾ࠶ੜϙʔλϧαΠτ

ɹ������݄ߦൃ

ަ௨লࠃɹߦൃ

˞จ͕ࣈվਖ਼ʹΑΓ֦ॆͱͳͬͨ༰

˞֦ॆ͞ΕΔ߲ͷ۩ମతͳج४ʹ͍ͭͯɺ����தʹެද༧ఆͰ͢ɻ

ੑͷෆ

Րࡂʹର͢Δ҆શੑͷෆ

֎นͷണམʹΑΔੑݥة

ഉਫͷ৯ʹΑΓஶ͘͠څ
Ӵੜ্༗ͱͳΔ͓ͦΕ

όϦΞϑϦʔج४ͷෆద߹

ର֎ ର֎

ର֎ ର֎

ࡧ�ݕ

�����݄ʹϚϯγϣϯཧదਖ਼Խ๏˞�ɺϚϯγϣϯݐସԁԽ๏˞�͕վਖ਼͞Εɺ

Ϛϯγϣϯɺదͳཧ͕ΑΓҰٻΊΒΕΔ৽࣌ʹಥೖ͠·ͨ͠ɻ

͜ͷϦʔϑϨοτΛ͖͔͚ͬʹɺ͓ ॅ·͍ͷϚϯγϣϯͷͯ͑ߟ͍ͯͭʹޙࠓΈ·ͤΜ͔ɻ

আ٫ͷඞཁੑʹΔೝఆ
༰ੵ؇
ಛྫ

Ϛϯγϣϯ
ෑചۀࣄ٫

ஂʹ͓͚Δ
ෑׂۀࣄ

ಛ
ఆ
ཁ
আ
٫
ೝ
ఆ

َঐথ३ঙথ૦౹ෟ৲১ भُਫपेॉ્ؚ ॑ਭऐैोॊৌभঐথ३ঙথऋఁౄ

ৼษઠ

Ϛϯγϣϯͷཧ࠶ੜʹؔ͢Δৄ͍͠ใ8&#αΠτʹ͍ͯ͠ࡌܝ·͢

ʙϚϯγϣϯཧదਖ਼Խ๏ɾ
ϚϯγϣϯݐସԁԽ๏͕վਖ਼͞Ε·ͨ͠ʙ

ʢ�����݄ߦࢪʣ

ঐথ३ঙথभଵ৶؞లਟपणःथ

અइथःऽघऊء

Ϛϯγϣϯͷཧɺҡ࣋ɾमસʹؔ͢Δ૬ஊ૭ޱ

Ϛϯγϣϯͷ࠶ੜʹؔ͢Δ૬ஊ૭ޱ

Ұݐڃங࢜ͷ૬ஊһ͕͓͑͠·͢ɻݐସ ͑ෑച٫ʹ͍ͭͯͷ๏੍ʹؔ͢Δઐతͳ૬ஊΛ͝رͷํɺ

֤ಓݝʹ͋Δห࢜ޢձͰɺห࢜ޢͱݐங࢜ʹΑΔແྉͷର໘૬ஊʢઐՈ૬ஊʣΛड͚Δ ͱ͕͜Ͱ͖· ʢ͢ମ੍͕ͬ

ͨห࢜ޢձ͔Βॱࢪ࣮࣍ʣɻ

ʢެӹஂࡒ๏ਓॅϦϑΥʔϜɾ
�ฆ૪ॲཧࢧԉηϯλʔʣ

0570-016-100 / 03-3556-5147
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●「改修によるマンションの再生手法に関するマニュアル」平成 16 年 6 月発行、平成 22 年 7 月改
訂、令和 3 年９月改訂 国土交通省 

●「長期修繕計画標準様式、長期修繕計画作成ガイドライン及び同コメント」令和 3 年 9 月改訂 国
土交通省 

●「マンション修繕積立金に関するガイドライン」令和 3 年 9 月改訂 国土交通省 

●「マンションリフォームの年代分析（共用部分修繕編）」2021 年 6 月 一般社団法人マンション
リフォーム推進協議会 

●「平成 30 年度マンション総合調査」平成 31 年 4 月 国土交通省 
 
 

●「建物の長期耐用化を考える～既存集合住宅の老朽度判定技術」平成 15 年 3 月 国立研究開発法
人建築研究所 

●「持続可能社会における既存共同住宅ストックの再生に向けた勉強会 資料」平成 24 年 2 月・平
成 24 年 4 月 国土交通省 

●「地域安心居住機能の戦略的ストックマネジメント技術の開発（国総研プロジェクト研究報告第 62
号）」平成 31 年 1 月 国土交通省 国土技術政策総合研究所 

●「マンション設備改修工事チェックポイントマニュアル」平成 22 年 12 月 一般社団法人マンシ
ョン計画修繕施工協会 

● 一般社団法人マンション管理業協会ホームページ 

● 一般社団法人マンションリフォーム推進協議会ホームページ 
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